
要　旨

18世紀半ば、宝暦初年の頃、仙台藩₆代藩主伊達宗村をして蔵米制への移行を不可能だと思わしめた「自分下中」に
よる「手作」の広汎な広がりは、如何なる歴史的事情によってもたらされたものなのか。通説的理解では、天正19年（1591）
の国替えによって藩祖政宗が多くの所領を失い、それが家臣知行地の削減に繋がり、膨大な数の家臣たちを抱える政宗
は、彼らに対して減知の補填を行い、かつ、荒蕪地を多く含む新領地の開拓を推し進めるために荒れ地や野谷地を与え、
これを家臣たちが自らの家中（陪臣）に下し与え耕作開発せしめたことから、かくも広汎な「下中手作」をみるに至った
とされている。

本論文は、大筋ではこの流れを認めつつも、これまでの通説に一定の修正を加えんとするものである。家臣知行地の
削減が天正の国替え以後も何度も実施されていること、荒れ地や野谷地の付与政策は、初めから家臣知行地の補填、な
いし、家臣救済策として実施されたものではなかったが、その政策的意図が時代の推移とともに変化し、通説がいうよ
うな家臣知行地の補填や救済策としての意味合いが強くなっていくものの、実際には、新田開発に乗り出さなかった者
たちも多かったことについて明らかにしている。なお、紙幅の関係で内容を上・下に分けてあり、本稿はその前半部分
である。

Key words：仙台藩、知行地、地方知行、切米扶持方、新田開発
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藩
祖
政
宗
期
の
仙
台
藩
政
に
関
す
る
一
考
察（
上
）
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堀　
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幸　
　

義　

―
家
臣
知
行
地
の
削
減
と
地
方
知
行
を
中
心
に
―

【
目
次
】

は
じ
め
に

一
、
通
説
を
見
直
す

二
、
容
赦
な
き
削
減

三
、「
不
断
在
京
」
の
影
響

四
、
政
宗
の
書
状

（
以
上
は
今
巻
、
以
下
は
次
巻
）

五
、
扶
持
方
問
題
の
解
決
か
ら
領
内
開
発
へ

六
、
元
和
検
地
の
様
子

七
、
小
禄
の
藩
士
を
生
む
遠
因

八
、
新
田
開
発
と
禄
高
の
伸
び

お
わ
り
に

は
じ
め
に

江
戸
時
代
の
大
名
家
に
あ
っ
て
家
臣
た
ち
は
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
の
か
。
兵
農
分
離

の
社
会
だ
と
さ
れ
る
近
世
で
は
武
家
家
臣
団
は
城
下
町
に
集
住
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

が
、
地
方
知
行
制
を
堅
持
し
た
こ
と
で
有
名
な
仙
台
藩
で
は
膨
大
な
数
に
上
る
直
臣
と
陪

臣
た
ち
が
領
内
各
地
の
村
々
に
居
住
し
て
お
り
、
彼
ら
は
村
方
に
所
有
す
る
在
郷
屋
敷
と

城
下
町
の
仙
台
屋
敷
と
を
行
き
来
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。₁

仙
台
藩
の
直
臣
や
陪
臣
が
領
内
各
地
の
村
々
に
住
む
こ
と
に
な
る
大
き
な
要
因
の
一

つ
は
、同
藩
が
地
方
知
行
制
を
と
り
続
け
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
。
で
は
、

地
方
知
行
制
が
維
持
さ
れ
た
理
由
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
仙
台
藩
伊
達
家
に

あ
っ
て
も
五
代
藩
主
吉
村
～
七
代
重
村
の
治
世
下
に
お
い
て
地
方
知
行
制
の
廃
止

と
蔵
米
制
へ
の
移
行
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、₂ 

結
局
、
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
際
に
先
学
₃

が
し
ば
し
ば
紹
介
し
て
き
た
の
が
、

仙
台
藩
士
田
辺
喜
右
衛
門
希
文
の
「
書
付
」
で
あ
る
。

田
辺
希
文
と
は
、
獅
山
公
こ
と
五
代
吉
村
の
頃
に
侍
講
と
な
り
、
そ
の
後
、
世

子
宗
村
の
師
に
抜
擢
さ
れ
た
人
物
で
、『
獅
山
公
治
家
記
録
』、『
忠
山
公
治
家
記

録
』、『
伊
達
世
臣
家
譜
略
記
』、
そ
し
て
、『
封
内
風
土
記
』
な
ど
を
編
纂
し
た
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
る
。₄ 

彼
は
、
父
宗
村
の
薫
陶
を
受
け
ぬ
ま
ま
若
く
し
て
藩
主

と
な
っ
て
し
ま
い
「
古
キ
事
」
を
知
ら
な
い
七
代
重
村
の
こ
と
を
慮
っ
て
、「
御
先

代
之
義
、
末
々
之　

御
心
御
扣
ニ
も
可
罷
成
義
」
に
つ
い
て
述
べ
た
「
書
付
」
を

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
一
一
月
に
奉
呈
し
て
お
り
、₅ 

そ
の
な
か
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。₆

史
料
一

一
御
財
用
段
々
御
不
如
意
ニ
被
為
成
、
外
ニ
何
様
ニ
も
御
財
用
之
足
ニ
可
罷
成
事

も
無
之
ニ
付
、
御
下
中
諸
士
之
御
知
行
被
召
上
、
他
家
の

く
御
蔵
米
を
以
被

相
渡
可
然
趣
、
五
ヶ
年
以
前
、
大
條
監
物
存
寄
以
書
付
申
上
、
拙
者
御
取
次
仕

差
上
候
処
、
諸
士
古
来
之
家
柄
之
者
ハ
、
自
分
下
中
沢
山
ニ
有
之
、
皆
以
手
作

仕
居
候
処
、
右
之
通
御
知
行
被
召
上
候
而
ハ
、
何
も
田
地
ニ
は
な
れ
、
相
続
可

仕
様
無
御
座
、
御
国
中
之
騒
動
ニ
可
罷
成
と
被　

思
召
候
、　

御
先
代
ゟ
諸
士

代
々
被
下
置
、
安
堵
仕
居
候
者
を
、
只
今
被
召
上
候
事
も
、
難
被
遊
事
ニ

被　

思
召
候
間
、
存
寄
奇
特
成
事
、　

御
満
足
被
遊
候
へ
と
も
、
当
分
御
差
支
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被
遊
候
義
有
之
、
難
被　

仰
付
由
、
申
通
候
様
ニ
被　

仰
付
、
右
之　

御
意
之
趣
、
監

物
ニ
申
通
候
、
右
之
義
ハ
、
先
年　

獅
山
様
御
代
ニ
も
、
誰
ニ
御
座
候
哉
、
存
寄
申
上

候
処
、
御
吟
味
之
上
不
被　

仰
付
趣
、
承
伝
罷
在
候
、
此
以
後
又
以
何
方
よ
り
か
起
り

申
儀
も
難
計
奉
存
候
間
、
申
上
置
申
候
事

希
文
に
よ
れ
ば
、宝
暦
六
年
を
遡
る
こ
と「
五
ヶ
年
以
前
」に
大
条
監
物（
道
頼
₇

）が「
御

財
用
段
々
御
不
如
意
」
と
い
う
藩
財
政
悪
化
の
打
開
策
と
し
て
「
御
下
中
諸
士
之
御
知
行
」

の
召
し
上
げ
と
蔵
米
制
へ
の
移
行
に
関
す
る
「
存
寄
」
を
「
書
付
」
を
以
て
提
出
し
、
そ
れ

を
希
文
が
藩
主
宗
村
に
取
り
次
い
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
宗
村
は
、「
諸
士
古
来
之
家

柄
之
者
ハ
、
自
分
下
中
沢
山
ニ
有
之
、
皆
以
手
作
仕
居
候
処
、
右
之
通
御
知
行
被
召
上
候

而
ハ
、
何
も
田
地
ニ
は
な
れ
、
相
続
可
仕
様
無
御
座
、
御
国
中
之
騒
動
ニ
可
罷
成
」
と
判

断
し
、「
御
先
代
ゟ
諸
士
代
々
被
下
置
、
安
堵
仕
居
候
者
を
、
只
今
被
召
上
候
事
」
は
難

し
い
と
し
て
、
道
頼
の
「
存
寄
」
は
「
奇
特
成
事
」
で
は
あ
る
が
「
当
分
御
差
支
被
遊
候
義

有
之
、
難
被　

仰
付
由
」
を
道
頼
に
伝
え
る
よ
う
希
文
に
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
右

之　

御
意
之
趣
」
を
希
文
か
ら
道
頼
へ
伝
え
た
の
だ
と
い
う
。
地
方
知
行
制
の
廃
止
に
つ

い
て
は
「
獅
山
公
御
代
」
に
も
吟
味
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
今
後
も
こ
う
し
た
議
論
が
起

こ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、₈ 

田
辺
希
文
は
自
身
が
知
る
宗
村
時
代
の
出
来
事
に
つ

い
て
新
藩
主
重
村
に
申
し
上
げ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

藩
主
宗
村
の
「
御
先
代
ゟ
諸
士
代
々
被
下
置
、
安
堵
仕
居
候
者
を
、
只
今
被
召
上
候
事

も
、
難
被
遊
事
」
と
い
う
考
え
方
は
、
仙
台
藩
は
家
臣
た
ち
へ
の
相
続
保
障
が
幕
府
よ
り

も
ず
っ
と
手
厚
か
っ
た
と
い
う
鎌
田
浩
氏
の
説
₉

を
裏
付
け
て
お
り
、
古
き
由
緒
を
持
つ

家
臣
の
家
を
多
く
抱
え
る
同
藩
に
あ
っ
て
相
続
保
障
と
い
う
面
か
ら
も
地
方
知
行
制
を
廃

止
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、こ
の
史
料
か
ら
、宝
暦
初
年
の
頃
に
伊
達
宗
村
が
自
家
の
家
臣
団
に
つ
い
て
「
諸

士
古
来
之
家
柄
之
者
ハ
、
自
分
下
中
沢
山
ニ
有
之
、
皆
以
手
作
仕
居
候
」
と
い
う
現
状
認

識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
地
方
知
行
制
の
廃
止
は
そ
う
し
た
「
諸
士
古
来
之
家
柄
之
者
」

の
抱
え
る
数
多
の
家
中
（
陪
臣
）
た
ち
を
し
て
「
何
も
田
地
ニ
は
な
れ
、
相
続
可
仕
様
無

御
座
」
と
い
う
状
況
に
追
い
込
む
こ
と
に
繋
が
り
、
そ
の
結
果
、「
御
国
中
之
騒
動
」
を
も

引
き
起
こ
す
問
題
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
藩
主
宗
村
が
大
条
監

物
道
頼
の
建
言
を
入
れ
な
か
っ
た
理
由
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
地
方
知
行
制
を
廃
止
で
き

な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。

近
年
、
徳
川
将
軍
家
を
は
じ
め
格
式
の
高
い
大
名
家
に
地
方
知
行
制
が
残
っ
た
理
由
に

つ
い
て
、「
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
元
来
の
武
士
と
は
、
所
領
を
も
つ
一
人
前
の
領
主
と

し
て
理
解
さ
れ
、
地
方
知
行
制
が
維
持
さ
れ
た
必
然
性
は
、
諸
藩
の
個
別
的
な
事
情
を
こ

え
て
、
武
士
の
然
る
べ
き
姿
を
具
現
す
る
措
置
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
」   10

と
い
う
説
が
J
・
F
・
モ
リ
ス
氏
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
る
に
、
希
文
の
「
書
付
」
を
み
る
限
り
、
仙
台
藩
主
宗
村
が
大
条
道
頼
の
意
見
を

退
け
た
の
は
家
臣
た
ち
に
対
し
て
「
武
士
の
然
る
べ
き
姿
を
具
現
す
る
措
置
」
を
講
じ
る

た
め
で
は
な
く
、
ま
た
、
大
条
道
頼
も
「
武
士
の
然
る
べ
き
姿
」
に
拘
泥
し
て
い
た
と
は

到
底
思
え
な
い
。
大
条
家
は
伊
達
氏
の
分
流
で
伊
達
郡
大
条
村
を
苗
字
の
地
と
す
る
譜
代

の
家
臣
で
あ
り
、
仙
台
藩
に
あ
っ
て
一
門
に
次
ぐ
一
家
と
い
う
家
格
を
有
し
、
亘
理
郡
坂

本
本
郷
に
要
害
を
拝
領
す
る
禄
高
三
五
〇
〇
石
の
大
身
給
人
家
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

監
物
道
頼
と
い
え
ば
、
五
代
藩
主
吉
村
の
治
世
下
で
藩
の
官
僚
機
構
の
ト
ッ
プ
に
君
臨
す

る
奉
行
職
に
就
き
、
続
く
六
代
宗
村
期
ま
で
務
め
た
人
物
で
、
そ
の
彼
が
地
方
知
行
制
の

廃
止
を
藩
主
に
進
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
伊
達
家
譜
代
の
家
臣
で
あ
り
大
身

給
人
で
あ
っ
て
も
、
武
士
と
し
て
の
理
想
的
な
姿
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
社
会

の
な
か
で
仙
台
藩
が
抱
え
る
財
政
難
を
ど
う
す
れ
ば
乗
り
切
れ
る
の
か
、
そ
こ
に
焦
点
を

当
て
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
だ
け
藩
財
政
が
逼
迫
し
窮
地
を
脱
す
る
施
策
が
ほ
か
に
見
当
た
ら
な

い
な
か
、
奉
行
と
い
う
立
場
に
あ
る
者
の
危
機
感
か
ら
出
た
意
見
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
宗
村
の
言
葉
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
当
時
の
仙
台
藩
が
地
方
知
行

制
を
維
持
し
た
理
由
、
蔵
米
制
へ
の
移
行
を
選
ば
な
か
っ
た
理
由
は
「
武
士
の
然
る
べ
き

姿
」
な
ど
と
い
う
建
前
的
・
理
念
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
藩
主
宗
村
を
し
て
蔵
米
制
へ
の
移
行
を
不
可
能
だ
と
思
わ
し
め
た
「
自
分
下
中
」

に
よ
る
「
手
作
」
の
広
汎
な
広
が
り
は
一
体
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
流
れ
の
な
か
で
生
み
出

さ
れ
て
き
た
の
か
。
そ
れ
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
藩
政
初
期
に
ま
で
遡

り
藩
の
政
策
に
つ
い
て
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
、
藩
祖
政
宗
期
の
文
禄
～
元
和
年
間

（
一
五
九
二
～
一
六
二
四
）
に
み
ら
れ
た
家
臣
知
行
地
の
削
減
の
様
子
を
具
に
確
認
し
、

当
該
時
期
の
同
藩
が
地
方
知
行
を
選
択
し
た
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
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り
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
に
一
定
の
修
正
を
加
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は

仙
台
藩
士
と
そ
の
家
中
た
ち
の
在
郷
居
住
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
上
で
の
前
提
を
な
す

も
の
で
あ
り
、
直
臣
や
陪
臣
た
ち
の
在
郷
居
住
の
問
題
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準

備
し
て
い
る
。

一
、
通
説
を
見
直
す

最
初
に
、「
自
分
下
中
」
の
「
手
作
」
が
か
く
も
広
汎
に
広
が
る
こ
と
に
な
る
歴
史
的
事

情
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
通
説
的
理

解
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）、
藩
祖
政
宗
は
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
米
沢
か

ら
岩
出
山
へ
の
移
封
を
命
ぜ
ら
れ
、
伊
達
本
領
の
地
で
あ
る
伊
達
・
信
夫
を
は
じ
め
と
す

る
諸
郡
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
新
た
な
領
地
と
し
て
葛
西
・
大
崎
氏
の
旧
領
を
与
え
ら
れ

た
も
の
の
、
そ
の
土
地
は
荒
蕪
地
を
多
く
含
む
土
地
柄
で
、
政
宗
は
最
大
版
図
の
五
割
と

も
六
割
と
も
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
所
領
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。   11 

こ
の
移
封
に
伴
っ
て
彼
は

家
臣
の
大
半
を
新
領
国
に
移
し
た
だ
け
で
は
な
く
数
多
く
の
葛
西
・
大
崎
氏
の
旧
臣
た
ち

を
新
た
に
召
し
抱
え
た
こ
と
か
ら
、   12 

家
臣
た
ち
の
知
行
高
を
自
身
が
失
っ
た
以
上
の
割

合
で
削
減
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
移
封
前
の
一
〇
分
の
一
に
ま
で
減
ら
さ
れ
た
家
さ
え

み
ら
れ
る
。   13

政
宗
が
移
封
後
も
依
然
と
し
て
多
く
の
家
臣
を
抱
え
続
け
、
家
臣
た
ち
も
戦
国
期
以
来

の
家
中
（
陪
臣
）
を
抱
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
仙
台
藩
で
は
家
臣
知
行
地
の
不
足
分
を
新

領
地
に
広
が
る
未
開
拓
地
や
荒
廃
地
を
そ
の
ま
ま
与
え
る
こ
と
で
補
填
せ
ざ
る
を
得
ず
、

家
臣
た
ち
に
こ
れ
を
開
墾
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。   14 

そ
こ
で
、
藩
は
、
慶
長
一
〇
年

（
一
六
〇
五
）
一
二
月
に
始
ま
る
慶
長
検
地
を
境
に
、
家
臣
た
ち
に
知
行
地
を
与
え
る
際
、

既
存
農
地
（
本
地
）
に
野
谷
地
や
荒
れ
地
を
加
え
た
土
地
を
与
え
、
一
定
期
間
内
に
開
発

で
き
た
分
を
検
地
し
た
上
で
開
発
者
の
知
行
高
に
組
み
入
れ
（
高
結
び
し
）、
本
地
と
新

田
の
合
計
が
知
行
高
を
超
え
た
場
合
に
は
、
超
過
分
を
蔵
入
地
と
し
て
収
公
す
る
と
い
う

方
法
を
と
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。   15 

場
合
に
よ
っ
て
は
開
発
が
新
知
加
増
に
結
び
つ
く

こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、   16 

開
発
意
欲
を
刺
激
し
な
い
わ
け
は
な
く
、
伊
達
家
の
家

臣
と
そ
の
家
中
（
陪
臣
）
に
よ
る
新
田
開
発
が
至
る
所
で
開
始
さ
れ
、
特
に
、
一
門
衆
に

代
表
さ
れ
る
大
身
給
人
の
な
か
に
は
数
千
石
規
模
で
開
発
を
行
っ
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ

る
。   17そ

し
て
、
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
六
代
宗
村
が
い
う
「
自
分
下
中
」
に
よ
る
「
手
作
」

の
広
汎
な
広
が
り
と
「
田
地
ニ
は
な
れ
」
て
は
生
計
を
維
持
で
き
な
い
よ
う
な
構
造
が
出

来
上
が
っ
て
い
き
、
地
方
知
行
制
を
堅
持
せ
ざ
る
得
な
い
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
、
岩
出
山
へ
の
減
・
転
封
を
契
機
と
す
る
（
と
思
わ
れ
て
い
る
）、
い
わ
ゆ
る
「
下

中
手
作
」
の
広
が
り
に
つ
い
て
、
小
林
清
治
氏
は
、「
『
下
中
手
作
』
と
い
う
戦
国
時
代
の

状
態
が
こ
ゝ
に
再
現
し
、『
地
頭
』
の
領
主
的
性
格
は
払
拭
し
き
れ
ず
に
遺
さ
れ
た
」
と
し

て
お
り
、「
『
地
頭
』
の
領
主
的
性
格
」
を
戦
国
期
か
ら
の
連
続
で
捉
え
て
い
る
か
の
よ
う

に
読
め
る
。
佐
々
木
慶
市
氏
は
、「
仙
台
藩
に
は
地
方
知
行
制
が
最
後
ま
で
み
ら
れ
た
が
、

こ
れ
は
、
勿
論
中
世
の
地
頭
領
主
制
と
は
質
的
に
全
く
異
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
、「
伊

達
氏
転
封
を
契
機
と
し
て
、
家
中
の
新
知
行
給
付
や
転
封
が
く
り
返
さ
れ
る
ご
と
に
領
主

権
は
弱
体
化
し
、
か
つ
て
の
独
立
領
主
だ
っ
た
時
代
の
領
主
権
と
は
異
っ
て
、
大
名
権
力

に
包
摂
さ
れ
た
制
限
付
領
主
権
と
な
っ
た
」
と
評
価
し
て
お
り
、「
中
世
の
地
頭
領
主
制

と
は
質
的
に
全
く
異
る
」
も
の
と
し
て
仙
台
藩
の
地
方
知
行
制
を
理
解
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
違
い
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
両
者
と
も
に
、
仙
台
藩
が
藩
政
期
を
通
じ
て
地
方
知
行

制
を
と
っ
た
こ
と
を
以
て
仙
台
藩
の「
近
世
化
」に「
少
な
か
ら
ぬ
未
熟
さ
」を
み
て
お
り
、

「
後
進
性
」
を
み
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。   18

こ
れ
に
対
し
、「
在
地
領
主
制
が
地
方
知
行
制
に
進
化
し
、
地
方
知
行
制
が
蔵
米
知
行

か
俸
禄
制
に
進
化
す
る
と
言
う
発
展
段
階
論
的
な
発
想
」
と
、こ
の
見
方
に
基
づ
い
た
「
地

方
知
行
＝
後
進
的
、
蔵
米
知
行
＝
先
進
的
と
言
う
図
式
」
に
対
す
る
痛
烈
な
ま
で
の
批
判

意
識
が
み
ら
れ
る
   19 

J
・
F
・
モ
リ
ス
氏
は
、
小
林
論
文
以
来
の
先
の
通
説
を
批
判
し
、

次
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
、
仙
台
藩
の
家
臣
団
の
大
部
分
が
天
正
の
減
・
転

封
以
後
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
石
川
・
岩
城
（
伊
達
）・
留

守
（
伊
達
）
と
い
っ
た
大
身
給
人
家
に
あ
っ
て
も
岩
出
山
へ
の
移
封
に
伴
っ
て
旧
領
と
の

関
係
を
清
算
せ
ざ
る
を
得
ず
、
兵
農
未
分
離
状
態
に
あ
っ
た
陪
臣
団
が
そ
の
ま
ま
の
形
で

維
持
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
第
三
に
、
仙
台
藩
に
お
け
る
陪
臣
の
多
さ
は
新
田
開

発
や
軍
役
に
必
要
な
人
員
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
の
三
点

で
あ
る
。   20
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つ
ま
り
、
モ
リ
ス
氏
は
、
豊
臣
政
権
に
よ
っ
て
領
地
の
多
く
を
奪
わ
れ
た
伊
達
家
が
戦

国
期
以
来
の
巨
大
な
家
臣
団
を
保
っ
て
い
く
た
め
に
は
地
方
知
行
制
を
維
持
す
る
必
要
が

あ
っ
た
と
す
る
通
説
に
対
し
て
、
直
臣
・
陪
臣
の
召
し
抱
え
時
期
か
ら
そ
の
矛
盾
を
指
摘

し
た
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、『
伊
達
世
臣
家
譜
』
に
掲
載
さ
れ
た
藩
士
家
の
多
く
は
岩

出
山
移
封
後
の
政
宗
期
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
こ
と
が
齋
藤
鋭
雄
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
て
お
り
、   21 
ま
た
、
モ
リ
ス
氏
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
大
身
家
臣
の
家
で
あ
っ
て
も
必
ず

し
も
戦
国
期
以
来
の
家
中
（
陪
臣
）
が
そ
の
ま
ま
近
世
に
持
ち
越
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、   22 

従
来
の
説
に
は
修
正
が
必
要
で
あ
る
。

筆
者
も
「
発
展
段
階
論
的
な
発
想
」
で
「
地
方
知
行
＝
後
進
的
、
蔵
米
知
行
＝
先
進
的

と
言
う
図
式
」
を
描
き
、
仙
台
藩
が
地
方
知
行
制
を
採
用
し
た
こ
と
を
以
て
後
進
的
と
み

る
見
方
に
は
賛
成
で
き
な
い
が
、
た
だ
し
、
一
八
世
紀
半
ば
に
伊
達
宗
村
が
認
識
し
て
い

た
よ
う
な
家
臣
団
の
姿
が
生
ま
れ
て
く
る
歴
史
的
事
情
に
つ
い
て
の
大
筋
は
通
説
の
理
解

通
り
で
良
い
と
考
え
て
い
る
。

岩
出
山
へ
の
移
封
に
よ
っ
て
藩
祖
政
宗
が
多
く
の
領
地
を
失
い
、
そ
れ
が
、
家
臣
た
ち

の
禄
高
の
削
減
に
結
び
つ
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
慶
長
一
〇

年
（
一
六
〇
五
）
頃
の
伊
達
政
宗
は
巨
大
な
家
臣
団
を
維
持
す
る
た
め
の
財
政
的
負
担
に

頭
を
悩
ま
せ
て
お
り
、「
権
現
様
へ
加
賀
殿
は
御
国
元
よ
り
江
戸
迄
金
を
御
並
べ
可
被
成

と
被
仰
上
、
政
宗
君
は
御
国
よ
り
江
戸
迄
人
を
御
並
べ
可
被
成
と
被
仰
上
候
」
と
後
の
世

に
言
い
伝
わ
る
ほ
ど
の
「
御
禄
高
に
御
不
相
応
の
御
家
中
」   23 

が
政
宗
の
頃
か
ら
築
き
上

げ
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
く
、
モ
リ
ス
氏
自
身
の
研
究
も
「
政
宗
期
」
に
藩
の
「
直

臣
数
」
が
膨
大
な
数
に
上
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
方
で
、
あ
る
時
期
に
禄
高
の
削
減
を
受
け
知
行
地
の
多
く
を
失
っ
た
家
臣
た
ち
が
、

自
家
の
禄
高
回
復
や
生
計
維
持
の
た
め
に
荒
れ
地
や
野
谷
地
の
拝
領
を
藩
に
願
い
出
て
開

発
に
注
力
す
る
の
は
自
然
な
流
れ
で
あ
り
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、『
御
知
行
被
下

置
御
帳
』   24 

に
は
「
久
荒
新
田
」・「
久
荒
地
」
や
「
野
谷
地
」・「
御
買
野
谷
地
」
を
拝
領
す

る
家
臣
た
ち
の
姿
を
し
ば
し
ば
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
数
千
石
以
上
、
万
石

以
上
と
い
っ
た
禄
高
を
持
つ
大
身
給
人
家
に
あ
っ
て
は
、
多
く
の
家
中
（
陪
臣
）
に
よ
る

大
規
模
な
開
発
を
行
っ
て
お
り
、
が
故
に
、
一
七
世
紀
を
通
じ
て
武
家
家
臣
団
に
よ
る
新

田
開
発
が
い
よ
い
よ
進
展
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
足
軽
な
ど
藩
の
下
級
家
臣
や
陪
臣
た
ち
は
日
常

的
に
農
作
業
を
行
う
よ
う
に
な
り
、   25 

一
八
世
紀
半
ば
ま
で
に
は
「
何
も
田
地
ニ
は
な
れ
」

ら
れ
な
い
よ
う
な
構
造
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た

と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
通
説
に
全
く
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

モ
リ
ス
氏
の
指
摘
し
た
矛
盾
は
、
従
来
の
研
究
が
仙
台
藩
に
お
け
る
地
方
知
行
制
の
残

存
を
運
命
づ
け
た
出
来
事
と
し
て
天
正
の
国
替
え
に
だ
け
着
目
し
て
き
た
こ
と
か
ら
起
こ

る
矛
盾
で
あ
り
、
通
説
の
大
き
な
問
題
点
は
、
地
方
知
行
制
の
廃
止
を
不
可
能
に
し
た
歴

史
的
事
情
に
つ
い
て
、
岩
出
山
移
封
と
の
関
係
で
の
み
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
点
で
あ

る
。
直
臣
た
ち
の
禄
高
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
時
期
や
事
由
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の

通
説
の
よ
う
に
、
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
の
減
・
転
封
だ
け
に
求
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

す
な
わ
ち
、
政
宗
期
の
仙
台
藩
は
天
正
の
国
替
え
以
後
も
幾
度
と
な
く
藩
士
た
ち
の
禄

高
削
減
を
断
行
し
て
お
り
、そ
れ
は
、当
然
の
帰
結
と
し
て
陪
臣
の
禄
高
減
少
に
も
繋
が
っ

た
で
あ
ろ
う
し
、
彼
ら
直
臣
・
陪
臣
た
ち
が
「
田
地
ニ
は
な
れ
」
て
は
生
活
で
き
な
い
よ

う
な
状
態
に
陥
る
こ
と
に
な
る
そ
の
き
っ
か
け
は
、
必
ず
し
も
天
正
の
国
替
え
だ
け
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。小
林
氏
が
論
文
を
発
表
し
て
以
来
、六
〇
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ

て
信
じ
ら
れ
て
き
た
通
説
は
、
事
実
の
大
き
な
見
落
と
し
を
し
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

ま
た
、
政
宗
期
に
始
ま
る
荒
れ
地
や
野
谷
地
を
含
む
知
行
宛
行
に
つ
い
て
も
、
従
来
の

よ
う
に
、家
臣
知
行
地
の
喪
失
分
を
補
填
す
る
た
め
の
政
策
、あ
る
い
は
、知
行
地
を
失
っ

た
家
臣
を
救
済
す
る
た
め
の
政
策
と
い
う
位
置
づ
け
で
本
当
に
良
い
の
か
ど
う
か
、
改
め

て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
新
田
開
発
は
誰
が
行
っ
た
の
か
、
大
身
層
だ

け
に
限
ら
ず
、
全
て
の
武
士
た
ち
が
開
発
の
恩
恵
に
浴
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
の
か

ど
う
か
、
本
稿
で
は
実
際
の
と
こ
ろ
を
探
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
で
は
、
以
下
、
具
体
的
に

述
べ
よ
う
。

二
、
容
赦
な
き
削
減

四
代
藩
主
伊
達
綱
村
の
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
当
時
、「
侍
衆
」
で
あ
っ
た
西
大
条
孫

大
夫
に
よ
れ
ば
、   26 
彼
の
先
祖
は
伊
達
家
初
代
朝
宗
が
「
文
治
年
中
始
て
奥
州
へ
御
下
向

之
砌
」
に
御
供
を
し
て
一
緒
に
下
向
し
、
後
に
「
伊
達
之
郡
西
大
条
と
申
所
」
を
宛
行
わ
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れ
「
西
大
条
」
を
称
す
よ
う
に
な
っ
た
伊
達
家
譜
代
の
家
臣
で
、
伊
達
家
九
代
政
宗
が
「
長

井
之
庄
」
を
奪
取
す
る
に
及
ん
で
同
家
に
は
「
下
長
井
之
内
玉
庭
之
郷
」
が
加
増
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
以
来
、「
玉
庭
」
に
居
住
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
四
代
西
大
条
仲
政
の
時
、

「
西
大
条
玉
庭
之
外
」
に
「
信
夫
之
郡
稲
川
村
」・「
宇
田
郡
蒲
庭
村
」・「
名
取
郡
小
川
村
」

の
三
ヶ
所
を
加
増
さ
れ
、
五
ヶ
所
合
計
「
知
行
高
五
百
貫
文
程
」
を
持
つ
大
身
と
な
る
も
、

一
七
代
義
綱
の
代
に
そ
の
禄
高
を
大
幅
に
減
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
義
綱
が
一
七
歳
の
時
、
伊
達
家
が
岩
出
山
へ
と
移
る
こ
と
と
な
り
、
彼
も

主
君
政
宗
に
付
き
従
っ
た
が
、
そ
の
際
、「
伊
達
長
井
」（
伊
達
郡
と
置
賜
郡
）
に
知
行
地

を
持
つ
者
た
ち
誰
も
が
「
知
行
高
」
を
削
ら
れ
、
西
大
条
家
に
あ
っ
て
は
五
〇
〇
貫
文
か

ら
七
〇
貫
文
に
ま
で
削
減
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
岩
出
山
へ
の
移
封
に
伴
う
禄
高

削
減
の
様
子
で
あ
り
、
西
大
条
家
の
場
合
は
、
七
分
の
一
弱
に
ま
で
削
ら
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
文
禄
年
中
」
に
も
「
何
も
並
を

以
知
行
高
半
分
宛
被
召
上
」
て
三
三
貫
文
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、「
慶
長
年
中
」
に
も
「
何

も
並
に
て
」
各
々
の
「
知
行
高
」
を
「
三
ヶ
一
に
被
相
減
」
た
た
め
に
、
同
家
の
「
知
行
高
」

も
一
一
貫
文
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。

続
く
一
八
代
義
久
の
時
、
寛
永
検
地
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
御
知
行
二
割
出
目
」
を
寛

永
二
一
年
（
一
六
四
四
）
に
加
増
さ
れ
、
禄
高
一
三
貫
五
〇
〇
文
と
な
る
。
正
保
二
年

（
一
六
四
五
）
五
月
一
〇
日
に
は
宮
城
郡
中
野
村
に
野
谷
地
を
拝
領
し
、
こ
れ
を
「
自
分
開

発
」
し
て
、
そ
の
新
田
高
を
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
知
行
高
に
組
み
入
れ
て
も
ら
い
、

合
計
一
七
貫
九
四
九
文
と
な
る
。
義
久
に
は
男
子
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
泉
田
出
羽
の
次

男
源
四
郎
を
娘
婿
に
迎
え
た
が
、
後
に
実
子
孫
大
夫
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
西

大
条
の
苗
字
と
先
祖
以
来
伊
達
家
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
「
一
族
並
之
御
座
敷
」
を
源
四

郎
   27
に
譲
り
、
孫
大
夫
は
父
義
久
が
拝
領
し
て
い
た
「
御
知
行
高
」
を
以
て
仕
え
る
こ
と

を
願
い
出
、
寛
文
四
年
に
こ
れ
が
認
め
ら
れ
、
源
四
郎
の
家
と
は
別
の
西
大
条
家
を
構
え

る
こ
と
に
な
る
。
翌
五
年
、
孫
大
夫
は
小
姓
組
士
と
な
り
、
同
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
二

月
二
三
日
に
は
「
流
之
内
西
永
井
村
」
に
野
谷
地
を
拝
領
し
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
五

月
二
七
日
に
そ
の
開
発
高
を
組
み
入
れ
て
も
ら
い
、
禄
高
合
計
二
三
貫
八
八
一
文
と
な
っ

て
い
る
。

以
上
、
伊
達
家
譜
代
の
家
臣
で
あ
る
西
大
条
家
の
歴
史
に
つ
い
て
『
御
知
行
被
下
置
御

帳
』
を
も
と
に
概
観
し
て
き
た
。
奥
州
合
戦
以
来
の
古
き
由
緒
を
持
ち
、
中
世
・
戦
国
期

に
禄
高
五
〇
〇
貫
文
を
誇
り
、
代
々
「
一
族
並
」
の
扱
い
を
受
け
て
き
た
西
大
条
家
は
、

天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
の
主
家
の
岩
出
山
へ
の
減
・
転
封
を
機
に
七
〇
貫
文
ま
で
禄

高
を
大
幅
に
減
ら
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
文
禄
・
慶
長
年
間
（
一
五
九
二
～
一
六
一
五
）
を

通
じ
て
一
一
貫
文
に
ま
で
削
減
さ
れ
て
お
り
、
結
果
的
に
政
宗
期
の
仙
台
藩
に
あ
っ
て
同

家
の
禄
高
は
五
〇
〇
貫
文
か
ら
一
一
貫
文
に
ま
で
縮
小
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
寛
永
検
地
に
よ
る
「
二
割
出
目
」
を
下
賜
さ
れ
、
二
度
に
わ
た
り
野
谷
地
を

開
発
し
た
結
果
、
西
大
条
家
は
四
代
藩
主
綱
村
の
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
ま
で
か
か
っ

て
二
四
貫
文
弱
ま
で
自
家
の
禄
高
を
回
復
し
て
い
る
が
、
八
七
年
間
か
け
て
取
り
戻
し
た

そ
の
禄
高
は
、
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
の
岩
出
山
移
封
時
の
禄
高
（
七
〇
貫
文
）
の
半

分
に
も
満
た
な
か
っ
た
（
二
四
貫
文
弱
）。

三
、「
不
断
在
京
」の
影
響

で
は
、
西
大
条
家
の
由
緒
書
が
記
す
「
文
禄
年
中
」
と
「
慶
長
年
中
」
の
禄
高
削
減
と
は

何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
御
知
行
被
下
置
御
帳
』に
収
め
ら
れ
た
他
家
の
由
緒
書
の
な
か
に
、

こ
れ
に
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
記
載
を
複
数
箇
所
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。   28

す
な
わ
ち
、国
分
家
の
由
緒
書
に
「
岩
出
山
に
て
屋
代
勘
解
由
御
留
守
居
被
申
候
時
分
、

伏
見
へ
相
詰
不
申
侍
は
、
御
知
行
高
之
内
半
分
又
は
三
ヶ
一
何
も
借
上
可
申
由
被
申
渡
、

拙
者
親
宮
内
知
行
十
壱
貫
文
に
罷
成
候
」
と
、
菊
地
家
の
由
緒
書
に
「
貞
山
様
御
代
、
伏

見
に
久
舗
被
成
御
座
候
時
分
、
御
家
中
三
ヶ
一
に
被
成
下
並
を
以
、
六
貫
弐
拾
四
文
被
下

置
由
承
伝
申
候
」
と
、
十
二
村
家
の
由
緒
書
に
「
貞
山
様
岩
出
山
へ
御
移
被
成
置
候
節
御

供
仕
候
処
、
御
知
行
高
弐
拾
壱
貫
七
拾
五
文
被
下
置
候
、
其
後
伏
見
に
被
成
御
座
候
節
、

屋
代
勘
解
由
を
以
惣
侍
並
に
知
行
三
ヶ
二
被
召
上
、
残
御
知
行
七
貫
弐
拾
五
文
慶
長
九
年

十
一
月
廿
一
日
に
被
下
置
、
御
黒
印
所
持
仕
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
貞
山
様
」
こ
と
藩
祖
伊
達
政
宗
が
長
期
に
わ
た
っ
て
伏

見
に
滞
在
し
、
屋
代
勘
解
由
（
景
頼
   29
）
が
岩
出
山
の
留
守
を
預
か
っ
て
い
た
時
期
に
、

国
元
に
残
っ
て
い
た
「
惣
侍
」
を
対
象
と
す
る
「
御
知
行
高
」
の
「
借
上
」
が
実
施
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
政
宗
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
伏
見
に
滞
在
し
て
い

た
の
は
、文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
八
月
～
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
六
月
の
こ
と
で
あ
り
、

西
大
条
孫
大
夫
が
い
う
「
文
禄
年
中
」
と
「
慶
長
年
中
」
の
禄
高
削
減
、
少
な
く
と
も
「
文
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禄
年
中
」
の
禄
高
削
減
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
今
回
の
「
借
上
」
も
天
正
の
減
知
と
同
じ
よ
う
に
太
閤
秀
吉
の
存
在
が
大
き

く
関
係
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
豊
臣
秀
次
が
失
脚
し
た
、
い
わ
ゆ
る
秀
次
事
件
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。
順
を
追
っ
て
説
明
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
七
月
、
秀
吉
は
謀
反
を
企
て
た
か
ど
で
関
白
で
あ
っ
た
甥
の

秀
次
を
処
罰
し
高
野
山
で
の
自
刃
に
追
い
込
ん
だ
が
、
こ
の
事
件
に
絡
ん
で
政
宗
も
関
白

一
味
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
当
初
、
秀
吉
は
、
政
宗
子
息
兵
五
郎
（
秀
宗
）
へ

の
家
督
相
続
と
政
宗
の
助
命
・
遠
流
を
命
じ
た
が
、
そ
れ
を
撤
回
し
、
政
宗
以
下
家
老
妻

子
の
京
上
、
一
〇
〇
〇
人
規
模
の
家
中
在
京
と
伏
見
伊
達
町
の
取
り
立
て
、
秀
吉
・
秀
頼

へ
の
忠
誠
を
条
件
と
す
る
「
御
諚
」
に
よ
っ
て
赦
免
を
申
し
渡
し
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
伊
達
家
重
臣
一
九
名
が
連
署
し
た
誓
詞
（
「
伊
達
家
中
連
署
起
請

文
」
）
が
差
し
出
さ
れ
一
件
落
着
し
た
も
の
の
、「
常
ニ
人
衆
千
計
ニ
而
相
詰
、
可
致
御

奉
公
」
き
旨
の
命
に
よ
っ
て
、
以
後
、
慶
長
初
年
に
至
る
ま
で
政
宗
お
よ
び
伊
達
家
中
は

伏
見
城
の
普
請
役
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
不
断
在
京
」
の
費
用

は
仙
台
藩
伊
達
家
が
近
江
蒲
生
郡
に
与
え
ら
れ
て
い
た
在
京
賄
料
五
〇
〇
〇
石
だ
け
で
は

と
て
も
賄
え
ず
、
同
家
の
財
政
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。   30

藩
士
た
ち
に
と
っ
て
も
、
文
禄
の
「
高
麗
御
陣
」（
朝
鮮
出
兵
）
を
終
え
た
直
後
の
長

期
間
に
わ
た
る
伏
見
常
在
は
容
易
で
は
な
く
、
拝
借
金
の
返
済
で
首
が
回
ら
ず
、
知
行
の

一
部
ま
た
は
全
部
を
藩
に
召
し
上
げ
ら
れ
る
者
、
あ
る
い
は
、「
内
之
者
等
迄
困
窮
」
し

て
し
ま
い
知
行
の
三
分
の
二
を
返
上
し
伏
見
よ
り
帰
国
す
る
者
ま
で
出
る
有
様
で
あ
っ

た
。   31文

禄
四
年
（
一
五
九
五
）
秋
か
ら
課
さ
れ
た
「
伊
達
家
中
の
普
請
役
は
、
お
そ
ら
く
慶

長
三
年
こ
ろ
ま
で
続
け
ら
れ
た
」
と
い
い
、
政
宗
自
身
は
「
文
禄
四
年
八
月
上
旬
に
上
洛
、

慶
長
五
年
六
月
十
四
日
ま
で
の
間
、
満
五
年
近
く
を
完
全
な
『
不
断
在
京
』（
伏
見
）
の
生

活
を
送
っ
た
」
と
さ
れ
、「
数
あ
る
大
名
た
ち
の
な
か
で
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例
」   32 

だ

と
さ
れ
る「
不
断
在
京
」の
た
め
の
莫
大
な「
御
物
入
」を
凌
ぐ
た
め
に
行
わ
れ
た
の
が
、「
御

供
不
仕
御
国
元
に
相
残
申
者
共
」
を
対
象
と
し
た
知
行
や
切
米
扶
持
方
   33
（
俸
禄
）
の
「
借

上
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。   34

そ
の
削
減
割
合
に
つ
い
て
西
大
条
家
で
は
「
何
も
並
を
以
知
行
高
半
分
宛
被
召
上
」
た

と
し
、
国
分
家
で
は
「
御
知
行
高
之
内
半
分
又
は
三
ヶ
一
何
も
借
上
可
申
由
被
申
渡
」
た

と
、
菊
地
家
は
「
御
家
中
三
ヶ
一
に
被
成
下
」
た
と
、
そ
し
て
、
十
二
村
家
は
「
惣
侍
並

に
知
行
三
ヶ
二
被
召
上
」た
と
し
て
お
り
、諸
家
の
由
緒
書
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。実
際
に
、

西
大
条
家
は
も
と
の
禄
高
（
七
〇
貫
文
）
の
半
分
以
上
（
三
七
貫
文
）
が
召
し
上
げ
ら
れ

三
三
貫
文
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
十
二
村
家
の
方
は
、
も
と
の
禄
高
（
二
一
貫
七
五

文
）
の
ち
ょ
う
ど
三
分
の
二
（
一
四
貫
五
〇
文
）
を
召
し
上
げ
ら
れ
三
分
の
一
の
禄
高
（
七

貫
二
五
文
）
と
な
っ
て
い
る
。

黒
沢
家
や
塩
松
家
で
も
「
何
も
御
知
行
被
為
借
候
刻
」・「
御
下
中
よ
り
御
知
行
被
為
借

候
節
」
に
そ
れ
ぞ
れ
自
家
の
禄
高
を
失
っ
て
い
る
が
、
前
者
は
も
と
の
禄
高
（
四
貫
文
）

の
三
分
の
一
強（
一
貫
五
〇
〇
文
）を
、後
者
は
も
と
の
禄
高（
二
五
貫
文
）の
大
半（
二
二

貫
文
）
を
召
し
上
げ
ら
れ
て
お
り
、「
惣
侍
」
が
全
く
同
じ
割
合
で
禄
高
を
失
っ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
仙
台
藩
士
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ま
た
し
て
も
、
主
君
政
宗
が
豊
臣

秀
吉
か
ら
下
さ
れ
た
処
分
の
影
響
を
受
け
、
天
正
の
国
替
え
時
に
減
ら
さ
れ
た
自
家
の
禄

高
を
さ
ら
に
大
き
く
減
ら
す
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
黒
沢
家
の
由
緒
書
に
よ
れ
ば
「
何
も
御
知
行
被
為
借
候
刻
」
と
は
「
伏
見
御
時

代
文
録禄

力

年
中
」
の
こ
と
だ
と
い
う
が
、   35  

塩
松
家
の
由
緒
書
に
「
貞
山
様
伏
見
に
被
成
御

座
、
於
岩
出
山
屋
代
勘
解
由
御
留
主
居
仕
候
時
分
」
と
あ
る
よ
う
に
、
黒
沢
家
以
外
の
由

緒
書
で
は
、
伊
達
家
中
へ
の
「
借
上
」
命
令
が
出
さ
れ
た
時
期
を
政
宗
が
伏
見
に
滞
在
し

屋
代
勘
解
由
が
岩
出
山
の
留
守
居
だ
っ
た
時
期
で
あ
る
と
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
し
た

が
っ
て
、
慶
長
元
～
五
年
（
一
五
九
六
～
一
六
〇
〇
）
ま
で
の
間
に
「
文
禄
年
中
」
と
は
別

の
「
慶
長
年
中
」
の
「
借
上
」
が
実
施
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

四
、
政
宗
の
書
状

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
文
禄
の
朝
鮮
出
兵
と
そ
の
直
後
か
ら
数
年
間
に
お
よ
ぶ
「
不
断

在
京
」
が
藩
財
政
お
よ
び
伊
達
家
中
の
生
計
に
与
え
た
影
響
は
決
し
て
無
視
で
き
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
く
、
仙
台
藩
で
は
国
元
に
残
る
「
惣
侍
」
た
ち
を
対
象
と
す
る
大
幅
な
禄

高
削
減
に
踏
み
切
っ
て
い
る
。

一
方
で
、「
不
断
在
京
」
中
の
伊
達
政
宗
は
、
か
つ
て
葛
西
・
大
崎
氏
の
遺
臣
た
ち
を

受
け
入
れ
た
よ
う
に
、
伏
見
に
お
い
て
も
諸
国
の
浪
人
た
ち
を
新
規
に
召
し
抱
え
て
お
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り
、   36 

慶
長
の
朝
鮮
出
兵
や
豊
臣
政
権
内
部
の
対
立
と
関
ヶ
原
合
戦
の
発
生
と
い
う
そ
の

後
の
歴
史
的
事
実
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
政
宗
は
、
未
だ
泰
平
の
時
代
ま
で
に
は
間
が
あ
る

こ
の
時
期
に
、
自
家
の
財
政
が
逼
迫
す
る
な
か
に
あ
っ
て
も
人
材
の
確
保
に
余
念
が
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
彼
の
姿
勢
が
結
果
的
に
巨
大
な
家
臣
団
を
形
成
す
る

こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
あ
っ
た
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
藩
財
政
を
成
り
立
た
せ
る
た
め

に
は
人
件
費
の
膨
張
を
抑
え
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
慶
長
一
〇
年

代
に
比
定
さ
れ
て
い
る
伊
達
政
宗
の
書
状
（
史
料
二
・
三
）
の
な
か
に
そ
の
辺
り
に
つ
い
て

の
議
論
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

史
料
二当

年　

く
た
し
候
千
ぢ（

挺

）
や
う
の
て（

鉄
砲
）

つ
は
う
、
其
ま
へ
よ
り
の
つ（

筒
）ゝ

と
も
、
い
つ
れ

も

〳
そ〵（

損
）ん

し
候
ハ
ぬ
や
う
に
、念
を
入
候
へ
く
候
、返
々
第
一
の
事
に
て
候
、

か
し
く
、

態
以
自
筆
申
遣
候
、
仍
分①
領
中
、
年
来
之
あ（

荒
）れ

地
と
も
、
無
際
限
候
、
当
年
迄
者
、
手

を
も
不
付
指
置
候
、
然
者
、
兎
角
年②
々
に
、
百
姓
共
も
何
か
と
候
て
、
つ
ま
り
候
や
、

お（
起
）こ

し
候
事
ハ
ま
れ
に
候
て
、
あ（

荒
）れ

候
事
ハ
、
と（

年
増
）

し
ま
し
の
や
う
に
て
候
間
、
中
々
に

て
、
よ
り
〳
〵
の（

望
）そ

ミ
〳
に〵
下
置
、
其
と（

年
）し

よ
り
も
、
や（

役
）く

を
も
本
や
く
に
仕
へ

き
と
申
も
の
も
候
間
、
其
分
に
も
あ
つ
け
置
、
と
か
く
年③
々
に
公
義
之
御
ふ（

普
請
）

し
ん
も
あ

た
り
候
間
、
其
も
の
と
も
に
も
、
お
し
む
け
候
ハ
ヽ
、
そ
ん
ハ
有
間
敷
か
と
、
分
別
候
、

又④
ハ
せ（

仙
台
）

ん
た
い
に
て
、
ひ
か
せ
候
ふ（

扶
持
方
）

ち
か
た
も
、
お
び
た
ゝ
し
き
事
に
て
候
間
、
た
と

へ
は
ふ
ち
か
た
十
人
と
り
候
も
の
ハ
、
一
年
に
付
而
十
八
こ（

石
）く

に
て
候
、
此
ざ（

雑
作
）

う
さ
大

か
た
一
貫
八
百
文
計
に
あ
た
り
候
、
か（

皆
目
）

い
も
く
あ（

荒
地
）

れ
ち
計
ハ
、
め（

迷
惑
）

ひ
わ
く
が
り
候
へ
く

候
間
、
あ
れ
地
に
て
候
と
も
、
知
行
か
さ
を
と
ら
せ
候
ハ
ヽ
、
や
す
く
を（

恩
）ん

に
う
け
候

ハ
ん
も
や
う
ど
も
候
、
十
人
の
ふ
ち
か
た
一
貫
八
百
に
て
候
を
、
一
ば（

倍
）い

ニ
候
て
も
、

あ
れ
地
三
貫
六
百
ほ
と
の
所
、
下
置
候
て
、
地
か
た
を
も
お
こ
さ
せ
候
ハ
ヽ
、
又
以
来

ハ
何
と
そ
分
別
も
候
へ
く
候
間
、
か
や
う
に
も
候
て
、
せ
ん
た
い
に
て
、
月
〳
〵
に

さ（
際
限
）

い
け
ん
な
き
ふ
ち
か
た
を
、
の
が
れ
候
や
う
に
候
て
ハ
、
い
か
ゝ
候
ハ
ん
や
、
其⑤
身

共
、
及
存
候
と
を
り
、
具
に
可
申
上
候
、
又
其
元
の
と（

唱
）な

へ
を
も
可
申
上
候
、
奉
行
共

之
口
を
も
、
き（

聞
）ゝ

候
へ
く
候
、

一
此
さ
き
も
具
に
申
越
候
キ
、
年
々
何
と
も
〳
知〵
行
の
ら（

埒
）ち

あ
か
ず
候
、
さ
り
と
て

ハ
、
奉
行
共
、
と（

届
）ゝ

か
ぬ
事
に
て
候
、
と
ゝ
か
ぬ
所
を
見
き
ハ
め
候
て
、
不
申
上
候
ハ
、

其
身
共
は
し
め
、
さ（

算
）ん

用
衆
の
お（

越
度
）

つ
ど
か
と
存
候
、
此⑥
こ
ろ
こ
そ
六
人
の
衆
を
は
奉
行

ニ
相
定
候
、
其
以
前
之
事
に
て
候
、
向
後
ハ
、
別
而
之
き
ふ
く
、
ら
ち
の
あ
き
候
や
う

に
可
仕
候
事
、
か（

肝
要
）

ん
や
う
に
て
候
、
先
当
年
之
お（

納

方

）

さ
め
か
た
、
俵
物
ハ
は
や
け
の
ま
へ

よ
り
、
そ
こ
〳
〵
代
官
と
も
に
申
付
、
そ
の
代
官
と
も
、
自
身
其
所
〳
〵
へ
罷
越
候
て
、

と
り
き
り
候
へ
と
、
可
申
付
候
、
公
義
の
年
具

（
貢
）米

す（
済
）ま

し
候
ハ
ぬ
う
ち
ハ
、
一
切
に

米
之
う（

売
買
）

り
か
い
も
か
た
く
と（

止
）ゝ

め
さ
せ
候
て
、
と
り
き
ら
せ
候
へ
く
候
、

一
手⑦
前
当
年
之
御
普
請
作
事
に
、
て（

手
詰
）

つ
ま
り
に
て
候
間
、
知
行
か
た
、
其
外
り（

臨
時
）

ん
じ
万
之

事
を
も
、
ね（

念
）ん

を
入
申
付
、
き
り
〳
〵
と
は
か
の
ゆ
き
候
や
う
に
、
奉
行
共
ニ
も
、
か

た
く
可
申
付
候

〳
、〵

一
と⑧
か
く
世
間
あ
ぶ
な
く
候
間
、
れ
ん
〳
〵
に
弓
矢
の
心
か
け
、
是
又
身
上
之
第
一
に
て

候
、
ね
ん
を
入
可
申
付
候
、

一
此⑨
度
下
向
候
、
て（

鉄
砲
）

つ
ほ
う
う
ち
候
又
五
郎
と
申
候
者
、
か
た
の
こ
と
く
の
上
手
に
て
候
、

其
弟
子
ニ
な
り
候
も
の
、
此
方
に
て
、
け（

稽
古
）

い
こ
の
や（

様
子
）

う
す
、
ぢ（

直
）き

に
き
ゝ
候
、
一
段
よ

き
す
ち
に
て
候
、
又
五
郎
を
し
の
ぼ
う
ニ
候
て
、
皆
々
き
ハ
を
た
て
、
け
い
こ
の
義
、

可
申
付
候
、
此⑩
比
伏
見
之
番
を
仕
候
も
の
ゝ
う
ち
両
人
、
一
人
ハ
小
田
右
衛
門
尉
、
一

人
ハ
藤
内
と
申
も
の
に
て
候
、
伏
■ミ
ニ
つ（

詰
）め

候
う
ち
、
む
さ
と
い

（
居
）申

候
と
て
、
彼
又
五

郎
下
向
い（

以
前
）

せ
ん
に
け
い
こ
候
、
き（

奇
特
）

と
く
な
る
事
を
仕
候
間
、
此
方
ニ
て
め

（
目
）の

ま（
前
）へ

へ

め（

召

出

）

し
い
た
し
、
け
い
こ
の
体
を
も
き
ゝ
候
、
其
元
に
て
も
、
不
断
か
や
う
の
心
か
け
を

も
仕
、
て
つ
ほ
う
を
も
う
ち
あ
け
候
や
う
に
、
奉
行
〳
〵
に
能
々
無
油
断
可
申
付
候
、

一
分
領
中
に
て
、
此
春
ハ
在
郷
〳
〵
に
て
、
弓
な
と
も
は
や
り
候
つ
る
と
及
承
候
、
ち
と

弓
な
と
を
も
、
れ
ん
⃝

〳
〵
につ

く
り
た
て
候
事
ハ
、
な
る
ま
し
く
候
⃝や
、
い（

岩
城
衆
）

わ
き
し
ゆ
な（

カ
）と

に
も
、
よ
き
弓
の
す
ぢ
候
へ
く
候
、
よ
ろ
つ
〳
油〵
断
な
く
可
申
付
候
、
吉
事
追
々

可
申
越
候
、
謹
言
、

て
つ
は
う
の
玉
薬
ゆ（

油
断
）

た
ん
な
く
、
あ
ハ
さ
せ
候
へ
く
候
、
此
文
の
う
ち
の
事
、
三

人
の
奉
行
共
ニ
も
、
懇
に
口
上
ニ
て
可
申
候
、
以
上
、

七
月
五
日　

政
宗
（
花
押
）
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こ
の
史
料
は
、「
茂
庭
石
見
守
綱
元
宛
書
状
」
と
し
て
『
仙
台
市
史
資
料
編
11
〈
伊
達
政

宗
文
書
₂
〉
』
に
収
め
ら
れ
、
同
書
に
お
い
て
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
頃
の
も
の
で

は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
文
書
で
、
論
者
に
よ
っ
て
は
慶
長
一
〇
年
頃
の
も
の
だ

と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。   37 

こ
れ
ま
で
、
し
っ
か
り
と
し
た
年
代
比
定
が
な
さ
れ
て

お
ら
ず
、
年
号
が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
書
状
」
の
内
容
を
具
に
み
て
い
く
と
、
こ

れ
は
慶
長
検
地
よ
り
も
前
の
段
階
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
筆
者
は
、
慶
長
一
〇
年

（
一
六
〇
五
）
の
七
月
五
日
の
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
理
由
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

第
一
に
、
政
宗
は
「
此
こ
ろ
こ
そ
六
人
の
衆
を
は
奉
行
ニ
相
定
候
」
云
々
と
記
し
て

お
り
（
傍
線
⑥
）、
彼
が
書
状
を
認
め
た
時
点
か
ら
み
て
「
此
こ
ろ
」
に
あ
た
る
時
期
に

「
六
人
の
衆
」
を
奉
行
職
に
任
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
仙
台
藩
の
奉
行
職
は
慶
長
八
年

（
一
六
〇
三
）
八
月
の
政
宗
帰
国
後
ま
も
な
い
時
期
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、   38 

こ
の

文
書
は
慶
長
八
年
以
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
に
、
仙
台
藩
領
内
の
荒
れ
地
が
際
限
な
く
増
加
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政

宗
が
手
紙
を
書
い
た
年
に
至
る
ま
で
何
の
対
策
も
せ
ず
放
置
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が

（
傍
線
①
）、
同
藩
で
は
、
慶
長
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
に
荒
れ
地
の
調
査
に
関
す
る
政
宗

黒
印
状
が
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
翌
年
に
慶
長
検
地
が
実
施
さ
れ
て
い
る
   39
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
慶
長
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
よ
り
も
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、「
此
比
」
に
「
伏
見
之
番
」
を
し
て
い
た
小
田
右
衛
門
尉
と
藤
内
の
二
人
が
「
此

度
」
下
向
す
る
又
五
郎
と
い
う
優
秀
な
鉄
砲
打
に
稽
古
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
政
宗
が
、
彼
ら
の
「
き奇

特
と
く
な
る
」
行
動
に
感
心
し
、
右
衛
門
尉
・
藤
内
の
両
人
を
目

の
前
に
召
し
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
傍
線
⑨
・
⑩
）、
こ
の
書
状
が

書
か
れ
た
時
点
か
ら
み
て
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期
（
「
此
比
」
）
に
政
宗
自
身
が
伏
見
に

滞
在
し
て
い
た
こ
と
、そ
し
て
、書
状
の
日
付
（
七
月
五
日
）
に
ご
く
近
い
日
（
「
此
度
」
）

に
又
五
郎
と
い
う
人
物
が
仙
台
へ
と
下
向
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
貞
山
公
治
家
記
録
』
に
よ
れ
ば
、
藩
の
奉
行
職
が
設
置
さ
れ
た
慶
長
八
年
か
ら
再
検

地
が
行
わ
れ
た
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
ま
で
の
期
間
に
、
伊
達
政
宗
が
伏
見
に
滞
在

し
て
い
た
の
は
慶
長
一
〇
年
の
三
月
か
ら
同
年
六
月
に
か
け
て
の
三
ヶ
月
弱
の
み
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
慶
長
一
〇
年
の
正
月
を
江
戸
藩
邸
で
迎
え
た
政
宗
は
、   40 

将
軍
宣
下
を

受
け
る
た
め
上
洛
す
る
徳
川
秀
忠
の
供
奉
を
命
じ
ら
れ
、
同
年
二
月
一
六
日
に
江
戸
を
出

発
し
て
お
り
、
三
月
二
三
日
に
伏
見
の
藩
邸
に
到
着
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
四
月
二
六
日

の
秀
忠
参
殿
に
扈
従
し
、
五
月
一
日
、
伏
見
城
で
開
か
れ
た
「
御
祝
儀
御
能
」
に
も
参
加

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
五
月
二
九
日
に
伏
見
を
発
ち
、
六
月
一
四
日
、
江
戸
藩
邸
に
帰
着

し
、
翌
七
月
上
旬
に
公
方
秀
忠
よ
り
帰
国
の
暇
が
与
え
ら
れ
、
七
月
中
旬
に
は
仙
台
城
に

到
着
し
て
い
る
。
こ
の
慶
長
一
〇
年
の
政
宗
の
滞
在
場
所
か
ら
み
て
も
、
先
の
書
状
に
記

さ
れ
て
い
る
「
此
度
下
向
」
や
「
此
比
伏
見
之
番
」
と
い
っ
た
文
言
を
矛
盾
な
く
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
四
に
、「
と
か
く
世
間
あ
ぶ
な
く
候
間
」
云
々
と
あ
る
が
（
傍
線
⑧
）、
こ
れ
は
、
前

述
し
た
徳
川
秀
忠
の
将
軍
職
補
任
に
絡
ん
で
、
徳
川
・
豊
臣
両
氏
の
間
に
緊
張
が
走
っ

た
こ
と
を
受
け
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）
二
月

二
四
日
、
一
〇
万
と
も
一
六
万
と
も
い
わ
れ
る
軍
勢
を
率
い
て
江
戸
を
発
ち
、
三
月
二
一

日
に
京
中
貴
賤
の
見
物
す
る
な
か
で
伏
見
城
に
入
っ
た
秀
忠
が
、
四
月
一
六
日
に
伏
見
城

に
お
い
て
将
軍
職
に
補
任
さ
れ
た
出
来
事
は
、
徳
川
氏
が
政
権
を
世
襲
す
る
こ
と
を
天
下

に
知
ら
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
家
康
の
後
は
秀
頼
に
と
わ
ず
か
な
希
望
を
抱
い
て
い
た
豊

臣
方
に
と
っ
て
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
か
の
よ
う
に
、
同
年
五
月
初
め
、
徳
川
家
康
が

豊
臣
秀
頼
に
対
し
て
息
子
秀
忠
の
将
軍
襲
職
を
祝
う
た
め
上
洛
す
る
よ
う
申
し
入
れ
、
激

怒
し
た
秀
頼
生
母
淀
殿
が
こ
れ
を
拒
絶
し
、
一
時
、
大
坂
は
騒
然
と
な
っ
た
と
い
う
。
結

局
、
五
月
一
〇
日
に
将
軍
秀
忠
の
名
代
と
し
て
松
平
忠
輝
が
秀
頼
の
も
と
へ
挨
拶
に
出
向

く
と
い
う
こ
と
で
騒
動
は
収
ま
っ
た
よ
う
だ
が
、   41 

こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
を
見
聞
き
し

熟
知
し
て
い
た
政
宗
だ
か
ら
こ
そ
、「
と
か
く
世
間
あ
ぶ
な
く
候
間
」
で
始
ま
る
一
文
を

自
身
の
「
書
状
」（
史
料
二
）
の
な
か
に
記
し
、
末
尾
に
弓
や
鉄
砲
の
こ
と
を
書
い
た
の
だ

と
解
釈
す
れ
ば
、そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
理
解
で
き
よ
う
。
こ
れ
よ
り
先
の
同
年
四
月
、

片
倉
備
中
景
綱
が
主
君
政
宗
か
ら
の
書
状
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
三
月
晦
日
付
で
書
か
れ

た
そ
の
手
紙
に
も
「
上
方
一
段
静
候
、
可
心
安
候
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、   42 

伊

達
政
宗
は
今
回
の
徳
川
秀
忠
の
上
洛
お
よ
び
将
軍
襲
職
が
「
上
方
」
に
少
な
か
ら
ぬ
衝
撃

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

第
五
に
、「
書
状
」
に
「
年
々
に
公
義
之
御
ふ（

普
請
）

し
ん
も
あ
た
り
候
間
」
云
々
と
あ
り
（
傍

線
③
）、
仙
台
藩
は
慶
長
一
一
年
（
一
六
〇
六
）
と
同
一
二
年
に
幕
府
か
ら
江
戸
城
天
守
台
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の
二
重
の
楼
櫓
の
造
営
と
堀
の
普
請
役
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、   43 「
慶
長
一
二
年
頃
」

に
年
代
比
定
し
た
く
な
る
が
、
こ
の
文
章
は
、
数
年
の
う
ち
に
割
り
当
て
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
「
公
義
之
御
ふ（

普
請
）

し
ん
」
の
財
政
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
も
、
領
内
に
多
く
存
在
す

る
「
あ
れ
地
」
を
希
望
す
る
者
た
ち
に
与
え
役
負
担
さ
せ
て
は
ど
う
か
（
傍
線
②
・
③
）
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
現
在
進
行
形
の
普
請
役
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

「
手
前
当
年
之
御
普
請
作
事
」
云
々
と
い
う
文
章
が
あ
る
が
（
傍
線
⑦
）、
同
藩
で
は
慶
長

一
〇
年
六
月
三
日
に
宮
城
郡
松
島
円
福
寺
方
丈
の
再
建
を
開
始
し
て
お
り
、
こ
れ
が
「
手

前
」
で
行
う
「
当
年
」
の
「
御
普
請
作
事
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
政
宗
の
書
状
に
つ
い
て
そ
の
年
代
を
確
定
す
る
作
業
を
行
っ
て
き
た
。
こ
こ
ま

で
の
考
察
に
よ
り
、
史
料
二
と
し
て
挙
げ
た
政
宗
の
書
状
は
慶
長
一
〇
年
七
月
五
日
の
も

の
だ
と
確
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ

で
あ
ろ
う
も
う
一
通
の
書
状
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
史
料
三
で
あ
る
。

史
料
三

今
朝
鷹
野
へ
と
存
候
へ
共
、
き（

霧
）り

ふ（
深
）か

く
候
て
、
天
気
不
見
届
候
う
ち
に
、
日
た
け
候

て
不
出
、
無
念
候
、
明
日
ハ
少
々
ふ
り
候
共
可
出
候
、

一
廿⑪
三
日
之
晩
に
、
兼

 （
猪
苗
代
） 

如
親
子
不
断
の
振
舞
可
仕
候
間
、
先
約
之
為
ニ
候
条
、
今
日
よ
り

可
申
定
候
、

一
さ（

佐
渡
島
歌
舞
伎
）

と
し
ま
か
ふ
き
、
は
や
過
候
哉
、
さ
や
う
に
候
ハ
ヽ
、
近⑫
日
中
、
城
に
て
か
ふ
き
見

可
申
候
、
幾
度
な
か
ら
、
両
人
と
も
に
、
所
を
頼
候
て
参
候
者
共
之
事
ニ
候
間
、
心
を

そ
へ
、
ち（

馳
走
）

さ
う
の
義
申
付
事
ニ
候
、
殊
さ
ど
ハ
青

（
青
山
成
重
）

図
書
よ
り
書
状
も
候
間
、
如
此
候
、

自
然
世
上
と
か
く
の
と
な
へ
も
有
様
に
候
者
、
人
々
に
も
此
お
も
む
き
可
申
候
、

一
内⑬
々
各
へ
も
申
付
候
こ
と
く
、
毎
月
無
限
ふ（

扶
持
方
）

ち
か
た
共
相
ひ
け
候
間
、
八
木
と
も
無
際

限
入
候
、
此
中
ハ
料
足
に
て
と
ら
せ
候
へ
共
、
お
ひ
た
ゝ
し
く
候
間
、
先
度
如
申
候
、

当
所
務
よ
り
知
行
に
て
可
下
置
候
、
何⑭
様
四
五
日
中
す
き
を
以
、
惣
様
ふ
ち
か
た
の

ち（

帳

）
や
う
を
も
見
わ
け
、
不
入
事
ハ
相
ひ
か
へ
、
具
に
可
申
付
候
間
、
先
々
各
に
申
付
候

て
、
内⑮
々
に
て
可
下
置
知
行
、
三
ケ
一
か
半
分
も
あ（

荒
）れ

地
を
そ
へ
候
へ
く
候
間
、
内
々

其
心
へ
申
付
、
見
ハ（

分
）け

さ
せ
候
へ
く
候
、
ふ⑯
ち
か
た
日
き（

記
）さ

へ
す
ミ

（
カ
）候

者
、
五
日
十
日

の
う
ち
に
き
り
〳
〵
と
わ（

割
）り

付
候
や
う
に
可
申
付
候
、
今
日
者
少
隙
入
候
間
、
文
に
て

申
候
、
此
書
火
中
可
仕
候
、
か
し
く
、
又
申
候
、
ふ
ち
か
た
日
き
ハ
、
自
身
見
ハ
け
候

ハ
て
ハ
、
下
々
の
つ（

積
）も

り
ニ
ハ
仕
に
く
き
事
に
て
候
間
、
先⑰
可
下
置
知
行
の
事
を
、
六

人
之
衆
・
算
用
衆
に
、
無
油
断
可
申
付
候
、
外
不
申
候
、
か
し
く
、

こ
の
史
料
は
、「
茂
庭
石
見
守
綱
元
宛
消
息
」
と
し
て
『
仙
台
市
史
資
料
編
11
〈
伊
達
政

宗
文
書
₂
〉
』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
切
封
の
上
書
に
「
廿
一
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
文
中
の
登
場
人
物
の
情
報
か
ら
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
一
二
月
～
同
一
四

年
九
月
二
〇
日
の
間
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
ま
た
、
政
宗
の
自
著
の
形

か
ら
慶
長
一
〇
年
代
の
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。   44 

筆
者
は
、こ
の「
消
息
」

が
、
慶
長
一
三
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
年
九
～
一
二
月
に
実
施
さ
れ
た
「
御

家
中
知
行
割
」
に
関
連
す
る
文
書
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

こ
の
「
茂
庭
石
見
守
綱
元
宛
消
息
」
に
は
、「
内
々
各
へ
も
申
付
候
こ
と
く
、
毎
月
無
限

ふ（
扶
持
方
）

ち
か
た
共
相
ひ
け
候
間
、
八
木
と
も
無
際
限
入
候
、
此
中
ハ
料
足
に
て
と
ら
せ
候
へ
共
、

お
ひ
た
ゝ
し
く
候
間
、
先
度
如
申
候
、
当
所
務
よ
り
知
行
に
て
可
下
置
候
」
と
あ
り
（
傍

線
⑬
）、「
毎
月
無
限
」
き
扶
持
方
問
題
の
解
決
策
と
し
て
「
当
所
務
よ
り
知
行
に
て
」
与

え
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、「
三
ケ
一
か
半
分
も
あ（

荒
）れ

地
を
そ
へ
」
て
渡
す
（
傍
線
⑮
）
と
い

う
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。

先
の
「
書
状
」（
史
料
二
）
で
は
、
伊
達
政
宗
が
茂
庭
綱
元
ら
に
「
せ
ん
た
い
に
て
、
月

〳
〵
に
さ（

際
限
）

い
け
ん
な
き
ふ
ち
か
た
」
を
「
の
が
れ
」
る
た
め
の
解
決
案
を
示
し
、
そ
れ
に

対
す
る
綱
元
ら
の
意
見
を
求
め
て
お
り
、そ
の
解
決
案
の
内
容
は
、藩
士
た
ち
に
渡
す
「
ふ

ち
か
た
」
の
代
わ
り
に
、
荒
れ
地
を
含
む
、
本
来
の
禄
高
以
上
の
土
地
を
与
え
、
そ
の
土

地
を
開
墾
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
（
傍
線
④
・
⑤
）。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
消
息
」（
史

料
三
）
に
書
か
れ
て
い
る
扶
持
方
問
題
の
解
決
策
と
同
じ
で
あ
り
、「
消
息
」
で
は
、
す
で

に
案
で
は
な
く
確
定
さ
れ
た
方
針
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
消
息
」（
史
料
三
）
は
「
書
状
」（
史
料
二
）
の
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

「
消
息
」
が
書
か
れ
た
の
は
、
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）
七
月
五
日
に
示
さ
れ
た
藩
主
政

宗
の
案
を
実
行
に
移
せ
る
段
階
に
あ
っ
た
時
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。前
述
し
た
よ
う
に
、

仙
台
藩
で
は
、
慶
長
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
に
荒
れ
地
の
調
査
に
関
す
る
政
宗
黒
印
状
が

出
さ
れ
慶
長
検
地
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
に
不
審
な
箇
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
二
月
一
四
日
に
再
検
地
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

藩祖政宗期の仙台藩政に関する一考察（上）
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文
書
は
慶
長
一
二
年
以
降
の
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
「
消
息
」
が
作
成
さ
れ
た
時
点
で
は
、
ま
だ
荒
れ
地
を
含
ん
だ
「
知
行
」
の

「
わ（

割
）り

付
」
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
が
、「
何
様
四
五
日
中
す
き
を
以
、

惣
様
ふ
ち
か
た
の
ち（

帳

）
や
う
を
も
見
わ
け
、
不
入
事
ハ
相
ひ
か
へ
」
云
々
、
あ
る
い
は
、「
ふ

ち
か
た
日
き（

記
）さ

へ
す
ミ

（
カ
）候

者
、
五
日
十
日
の
う
ち
に
き
り
〳
〵
と
わ（

割
）り

付
候
や
う
に
可
申

付
候
」（
傍
線
⑭
・
⑯
）
と
あ
る
の
で
、
各
藩
士
た
ち
の
「
ふ（

扶
持
方
）

ち
か
た
」
の
妥
当
性
を
「
ふ

ち
か
た
の
ち（

帳

）
や
う
」
に
て
確
認
し
、
確
認
し
た
ら
直
ぐ
に
「
き
り
〳
〵
」
と
「
知
行
」
を

「
わ（

割
）り

付
」
け
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、こ
う
し
た
「
可
下
置
知
行
の
事
」

に
つ
い
て
「
六
人
之
衆
・
算
用
衆
」
た
ち
に
「
無
油
断
」
く
申
し
つ
け
る
よ
う
綱
元
に
念
押

し
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
（
傍
線
⑰
）。

仙
台
藩
で
は
慶
長
一
三
年
九
月（
日
に
ち
は
不
明
）に「
御
家
中
知
行
割
」に
つ
い
て「
被 

仰
出
」
て
お
り
、「
六
人
之
衆
」
で
も
あ
っ
た
鈴
木
和
泉
重
信
と
奥
山
出
羽
兼
清
の
両
名

を
「
総
奉
行
」
に
任
じ
、「
算
用
頭
」
と
し
て
大
町
刑
部
義
頼
・
山
家
清
兵
衛
公
頼
・
永
沼

作
左
衛
門
・
塚
本
茂
助
・
生
江
太
郎
兵
衛
・
山
路
藤
兵
衛
の
六
名
が
、「
牒
預
リ
役
」
と

し
て
松
坂
次
郎
右
衛
門
定
地
と
小
塚
監
物
の
二
名
が
つ
け
ら
れ
、
仙
台
城
下
の
花
壇
（
現

仙
台
市
青
葉
区
花
壇
）
で
作
業
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
業
は
、
重
信
と
兼
清
が
日

替
わ
り
で
詰
め
、
専
属
の
「
御
料
理
人
」
が
つ
い
て
「
総
御
算
用
組
」
ま
で
も
が
「
朝
御
振

舞
」（
賄
い
）
を
頂
戴
し
な
が
ら
精
勤
し
、
同
年
の
一
二
月
ま
で
か
か
っ
て
終
え
ら
れ
て

い
る
。   45

「
消
息
」（
史
料
三
）
は
、
そ
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
に
、
こ
の
慶
長
一
三
年
の
知
行
割

り
に
関
連
し
た
文
書
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
政
宗
か
ら

指
示
を
受
け
た
茂
庭
綱
元
が
「
六
人
之
衆
・
算
用
衆
」
た
ち
に
主
君
政
宗
の
命
を
伝
え
、

そ
の
方
針
に
則
っ
て
知
行
割
り
が
開
始
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
文
書
は
慶
長
一
三
年

九
月
以
前
の
も
の
と
な
ろ
う
。

ま
た
、「
消
息
」
に
は
、「
廿
三
日
之
晩
に
、
兼

 （
猪
苗
代
） 

如
親
子
不
断
の
振
舞
可
仕
候
間
」
云
々

と
あ
り
、「
近
日
中
、
城
に
て
か
ふ
き
見
可
申
候
、
幾
度
な
か
ら
、
両
人
と
も
に
、
所
を

頼
候
て
参
候
者
共
之
事
ニ
候
間
」
云
々
と
あ
る
が
（
傍
線
⑪
・ 

⑫
）、
猪
苗
代
兼
如
・
兼

与
親
子
は
慶
長
一
三
年
正
月
下
旬
に
政
宗
が
江
戸
か
ら
国
元
に
帰
る
際
、
一
緒
に
下
向
し

道
中
で
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で
、   46 

傍
線
⑪
・
⑫
を
含
む
箇
所
は
彼
ら
を
持
て
成
す
件
に

つ
い
て
述
べ
た
文
章
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
文
書
は
慶
長
一
三
年
の
早
い

時
期
に
書
か
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
伊
達
政
宗
の
書
状
二
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）

一
二
月
に
慶
長
検
地
が
開
始
さ
れ
る
前
の
段
階
か
ら
、
同
一
三
年
九
月
の
「
御
家
中
知
行

割
」
ま
で
の
流
れ
が
明
確
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て

お
き
た
い
こ
と
は
、
ま
ず
、
こ
の
時
期
の
政
宗
が
巨
大
な
家
臣
団
を
維
持
す
る
た
め
の
財

政
的
負
担
に
頭
を
悩
ま
せ
て
お
り
、「
月
〳
〵
に
さ（

際
限
）

い
け
ん
な
き
ふ（

扶
持
方
）

ち
か
た
を
、
の
が
れ
」

る
た
め
の
策
と
し
て
、「
ふ（

扶
持
方
）

ち
か
た
」
に
換
え
て
「
あ
れ
地
」
を
含
ん
だ
「
知
行
」
を
家
臣

た
ち
に
与
え
、「
地
か
た
を
も
お
こ
さ
せ
」
る
と
い
う
方
法
を
藩
主
で
あ
る
彼
自
身
が
案

出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

政
宗
は
、「
か（

皆
目
）

い
も
く
あ（

荒
地
）

れ
ち
計
ハ
、
め（

迷
惑
）

ひ
わ
く
が
り
候
へ
く
候
間
、
あ
れ
地
に
て
候

と
も
、
知
行
か
さ
を
と
ら
せ
候
ハ
ヽ
、
や
す
く
を（

恩
）ん

に
う
け
候
ハ
ん
も
や
う
ど
も
候
」
と

も
語
っ
て
お
り
（
傍
線
④
）、
不
満
が
出
な
い
よ
う
に
「
知
行
か
さ
を
と
ら
せ
」
る
と
い
っ

た
工
夫
を
凝
ら
し
つ
つ
も
、
藩
庫
か
ら
「
八
木
」（
米
）
や
「
料
足
」（
金
銭
）
を
支
給
す
る

負
担
を
解
消
す
る
た
め
の
方
法
を
探
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
慶
長
一
三
年
九

月
に
「
御
家
中
知
行
割
」
を
開
始
す
る
時
点
ま
で
に
は
、
慶
長
検
地
が
終
え
ら
れ
、
荒
れ

地
の
調
査
が
済
ん
で
お
り
、
か
つ
、「
三
ケ
一
か
半
分
も
あ（

荒
）れ

地
を
そ
へ
」
て
「
知
行
に
て

可
下
置
」
き
旨
の
方
針
が
固
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。   47

そ
れ
は
、
ま
た
、
岩
出
山
移
封
以
来
の
家
臣
知
行
地
の
不
足
分
を
ど
う
し
た
ら
補
填
で

き
る
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
家
臣
た
ち
を
救
え
る
の
か
な
ど
と
い
っ
た
観
点
か
ら
考
え
出
さ

れ
た
方
策
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
以
下
、
次
巻
に
続
く
）
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注₁　

小
林
清
治
「
第
六
章
二 

生
活
」（
『
復
刻
版
仙
台
市
史
₁ 

本
篇
₁
』
萬
葉
堂
書
店
、
一
九
七
四
年
、
初

出
は
一
九
五
四
年
）
三
四
七
頁
、
渡
辺
信
夫
「
第
三
章
第
三
節 

家
臣
の
配
置
」（
『
仙
台
市
史
通
史
編

３
』、
二
〇
〇
一
年
）
一
六
二
～
一
六
八
頁
、
菅
野
正
道
『
せ
ん
だ
い
歴
史
の
窓
』（
河
北
新
報
出
版
セ

ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
）
一
四
九
頁
。

₂　
『
伊
達
家
文
書
』
二
七
七
三
・
二
七
八
〇
（
八
－
二
二
～
二
三
・
三
八
頁
）。
な
お
、『
伊
達
家
文
書
一
～
十
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
を
利
用
。

₃　

小
林
清
治
「
東
北
大
名
の
成
立
」（
古
田
良
一
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
東
北
史
の
新
研
究
』
文
理
図
書
出

版
社
、
一
九
五
五
年
）
一
四
四
頁
、
佐
々
木
慶
市
「
第
二
章
第
二
節 

封
建
的
給
与
」（
『
宮
城
県
史
復

刻
版
₂
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
七
年
）
八
〇
～
八
一
頁
、
同
「
仙
台
藩
の
地
方
知
行
制
」（
『
東
北
学

院
大
学
論
集 

歴
史
学
・
地
理
学
』
四
、一
九
七
四
年
）
七
二
～
七
三
頁
。

₄　
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
九
－
七
七
～
八
六
頁
（
田
辺
家
）、
平
重
道
「
解
題
」（
平
重
道
・
齋
藤
鋭
雄
編
『
伊

達
世
臣
家
譜
続
編
一
』
宝
文
堂
、
一
九
七
八
年
、
五
～
二
四
頁
）
参
照
。
な
お
、『
伊
達
世
臣
家
譜
一
～

三
』（
『
仙
台
叢
書
複
刻
版
』
宝
文
堂
、
一
九
七
五
年
）
を
利
用
。

₅　
『
伊
達
家
文
書
』
八
－
二
七
七
三
（
一
八
～
一
九
頁
）。
こ
の
「
書
付
」
は
一
一
月
一
七
日
付
の
無
年
号
の

史
料
で
あ
る
が
、
文
中
に
坂
五
郎
大
夫
が
「
此
度
二
番
座
着
座
被 

仰
付
」
云
々
と
あ
り
、
坂
五
郎
大
夫

信
中
が
家
格
着
座
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の
が
宝
暦
六
年
一
一
月
で
あ
る
こ
と
か
ら（
『
伊
達
世
臣
家
譜
』

巻
四
－
一
一
〇
～
一
一
一
頁
〈
坂
家
〉
参
照
）、
宝
暦
六
年
の
一
一
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
宝
暦
六
年
五
月
二
四
日
に
六
代
藩
主
伊
達
宗
村
が
数
え
三
九
歳
に
し
て
死
去
し
、
同

年
七
月
九
日
、宗
村
の
息
子
で
一
五
歳
の
重
村
が
七
代
藩
主
の
座
に
就
い
て
お
り（
『
仙
台
市
史 

年
表
・

索
引
〈
年
表
〉
』〈
二
〇
一
五
年
〉
五
二
頁
参
照
）、
希
文
の
「
書
付
」
は
重
村
襲
封
の
凡
そ
四
ヶ
月
後
に

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

₆　
『
伊
達
家
文
書
』
八
－
二
七
七
三
（
二
二
～
二
三
頁
）。

₇　
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
二
－
三
六
～
三
九
頁
（
大
条
家
）
よ
り
。
以
下
、
大
条
家
に
関
し
て
特
に
断
ら
な

い
限
り
は
同
資
料
を
参
照
。

₈　

実
際
に
、
重
村
の
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
夏
に
も
藩
の
奉
行
衆
の
間
で
蔵
米
制
へ
の
移
行
が
話
し
合

わ
れ
、「
御
家
中
不
残
、
御
一
門
衆
并
片
倉
小
十
郎
外
ハ
、
御
蔵
米
に
而
被
下
候
方
、
上
之
御
益
ニ
相

成
可
然
」
と
の
吟
味
が
あ
り
、
こ
の
件
に
つ
い
て
内
々
に
問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
仙
台
藩
の
内
分
分
知

支
藩
一
関
藩
主
田
村
村
隆
は
「
下
之
痛
ニ
相
成
、
心
復
も
不
可
然
候
間
、
尤
ト
ハ
難
申
候
、
併 

上
之

御
難
渋
ニ
而
、
左
様
無
之
候
而
ハ
、 

御
公
仕
共
御
務
向
も
指
支
候
儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
不
及
是
非
」
と
の
返

事
を
し
て
い
る
（
『
伊
達
家
文
書
』
八
－
二
七
八
〇
〈
三
八
頁
〉
）。
つ
ま
り
、
仙
台
藩
六
代
藩
主
伊
達

宗
村
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
時
の
一
関
藩
主
村
隆
も
地
方
知
行
制
の
廃
止
は
「
下
之
痛
」
に
繋
が

る
行
為
だ
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
逆
に
い
え
ば
、
家
臣
た
ち
の
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
た
め

に
は
地
方
知
行
制
の
維
持
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

な
お
、
地
方
知
行
制
の
廃
止
と
蔵
米
制
へ
の
移
行
に
つ
い
て
宗
村
に
意
見
し
た
大
条
監
物
道
頼
は
、

宝
暦
六
年
閏
一
一
月
に
奉
行
職
に
再
任
さ
れ
て
お
り
（
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
二
－
三
九
頁
〈
大
条

家
〉
）、
し
た
が
っ
て
、
宝
暦
七
年
の
奉
行
衆
吟
味
に
加
わ
っ
て
い
た
筈
で
、
今
回
も
彼
が
議
論
を
主

導
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

₉　

鎌
田
浩
「
第
二
章
第
二
節 

仙
台
藩
に
お
け
る
相
続
制
度
」（
同
『
幕
藩
体
制
に
お
け
る
武
士
家
族
法
』

成
文
堂
、
一
九
七
〇
年
）
一
六
九
～
一
八
三
頁
。

10　

J
・
F
・
モ
リ
ス
『
150
石
の
領
主
』（
大
崎
八
幡
宮
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
頁
。

11　

小
林
前
掲
「
東
北
大
名
の
成
立
」
一
四
四
頁
、
菅
野
正
道
「
伊
達
政
宗
の
転
封
と
奥
羽
」（
安
達
宏
昭
・

河
西
晃
祐
編
『
講
座
東
北
の
歴
史
一
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
二
三
一
頁
。

12　

菅
野
前
掲
「
伊
達
政
宗
の
転
封
と
奥
羽
」
二
二
五
～
二
二
七
・
二
三
〇
～
二
三
一
頁
。

13　

齋
藤
鋭
雄
「
仙
台
藩
家
臣
団
の
成
立
と
編
成
」（
渡
辺
信
夫
編
『
宮
城
の
研
究
₃
』
清
文
堂
出
版
、

一
九
八
三
年
）
二
五
〇
頁
（
注
31
）
よ
り
。

14　

小
林
前
掲
「
東
北
大
名
の
成
立
」
一
四
四
頁
。
な
お
、
菅
野
正
道
氏
は
、「
豊
臣
秀
吉
に
所
領
を
減
ら
さ

れ
た
伊
達
政
宗
は
、
家
臣
の
禄
を
大
幅
に
削
減
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
禄
高
が
三
分
の

一
に
な
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
家
臣
の
救
済
策
と
し
て
、
仙
台
藩
で
は
荒
地
を
配
分
し
て
新
田
を
開
発

さ
せ
た
の
で
あ
る
」（
菅
野
前
掲
『
せ
ん
だ
い
歴
史
の
窓
』
一
六
頁
）
と
し
て
お
り
、
荒
れ
地
を
含
む
知

行
宛
行
を
禄
高
を
削
減
さ
れ
た
家
臣
に
対
す
る
「
救
済
策
」
と
捉
え
て
い
る
。

15　

齋
藤
前
掲
「
仙
台
藩
家
臣
団
の
成
立
と
編
成
」
二
二
五
～
二
二
九
頁
。
な
お
、
野
谷
地
を
与
え
た
政
宗

の
黒
印
状
の
ほ
と
ん
ど
は
慶
長
検
地
以
後
に
出
さ
れ
て
お
り
（
菅
野
正
道
「
第
三
章
第
四
節 

領
内
の
整

備
」〈
『
仙
台
市
史
通
史
編
₃
』
〉
一
七
二
頁
）、
こ
う
し
た
野
谷
地
を
下
賜
す
る
知
行
宛
行
の
形
式
は

慶
長
・
元
和
・
寛
永
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
四
四
）
に
か
け
て
極
め
て
多
く
み
ら
れ
、
近
世
中
期
以

降
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
（
佐
々
木
慶
市
「
第
四
章
第
四
節 

土
地
領
有
形
態
」〈
『
宮

城
県
史
復
刻
版
₂
』
〉
二
〇
八
頁
）。

16　

佐
々
木
慶
市
「
第
九
章
第
一
節 

新
田
開
発
」（
『
宮
城
県
史
復
刻
版
₂
』
）
四
八
八
～
四
九
〇
頁
。

17　

樫
山
和
民
「
藩
制
確
立
期
の
新
田
開
発
」（
『
書
陵
部
紀
要
』
一
九
、一
九
六
七
年
）
一
六
・
二
五
頁
、
齋

藤
鋭
雄
「
仙
台
藩
の
地
方
知
行
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
」（
『
研
究
紀
要
』〈
東
北
歴
史
資
料
館
〉
四
、

一
九
七
八
年
）
一
二
一
頁
。

18　

小
林
前
掲
「
東
北
大
名
の
成
立
」
一
四
四
頁
、
佐
々
木
前
掲
「
第
二
章
第
二
節 

封
建
的
給
与
」
八
一
頁
。

19　

J
・
F
・
モ
リ
ス
「
近
世
領
主
制
試
論
」（
J
・
F
・
モ
リ
ス
・
白
川
部
達
夫
・
高
野
信
治
編
『
近
世
社

会
と
知
行
制
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）
七
・
三
一
頁
。

20　

以
上
、
J
・
F
・
モ
リ
ス
「
第
七
章 

仙
台
藩
に
お
け
る
給
人
家
臣
団
の
形
成
」（
同
『
近
世
日
本
知
行

制
の
研
究
』清
文
堂
出
版
、一
九
八
八
年
）、同
前
掲『
150
石
の
領
主
』二
三
～
三
〇
・
三
四
～
三
五
頁
参
照
。

片
倉
小
十
郎
の
家
で
は
寛
永
検
地
の
後
に「
下
中
之
者
段
々
倍
、介
抱
罷
成
間
敷
」と
い
う
状
態
に
な
り
、

こ
れ
を
知
っ
た
藩
主
忠
宗
か
ら
刈
田
郡
と
桃
生
郡
の
数
カ
所
に
野
谷
地
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
（
『
仙
台

藩
家
臣
録
』
一
－
二
〇
頁
〈
片
倉
家
〉、
な
お
、『
仙
台
藩
家
臣
録
』
に
つ
い
て
は
注
24
を
参
照
の
こ
と
）。

ま
た
、
奥
山
大
学
の
家
で
は
、
藩
祖
政
宗
の
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
に
名
取
郡
二
之
倉
に
あ
る
谷
地

を
家
中
（
陪
臣
）
た
ち
が
薪
を
採
る
「
薪
谷
地
」
と
し
て
拝
領
し
、
続
く
二
代
忠
宗
の
寛
永
一
四
年
に
も

引
き
続
き
下
し
置
か
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
、「
内
之
者
共
段
々
相
倍
、
足
軽
等
差
置
申
候
ニ
、
手
作

可
仕
地
形
無
之
」
と
い
う
理
由
で
こ
の
野
谷
地
を
「
内
之
者
共
之
た
め
為
起
」
た
と
い
う
（
『
伊
達
家
文

書
』
二
一
四
四
〈
五
－
四
八
〇
～
四
八
三
頁
〉
）。
ど
ち
ら
も
二
代
藩
主
忠
宗
の
時
代
に
陪
臣
数
が
増
え

て
お
り
、
こ
れ
は
、
や
は
り
、
モ
リ
ス
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
新
田
開
発
や
藩
の
軍
役
規
定
に
対
応

す
る
形
で
増
え
て
い
っ
た
例
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

21　

齋
藤
鋭
雄
「
仙
台
藩
の
家
臣
団
構
成
」（
『
日
本
歴
史
』
二
一
九
、一
九
六
六
年
）
第
₁
表
（
四
七
～
四
八

頁
）
参
照
。

22　

モ
リ
ス
前
掲
「
第
七
章 

仙
台
藩
に
お
け
る
給
人
家
臣
団
の
形
成
」
二
一
一
～
二
一
二
・
二
三
六
～

二
三
七
（
注
13
）
頁
、
吉
井
宏
「
第
七
章
第
二
節
二 

留
守
氏
の
家
臣
団
」（
『
仙
台
市
史
通
史
編
₂
』、

二
〇
〇
〇
年
）三
八
五
～
三
八
八
頁
参
照
。な
お
、小
林
清
治
氏
に
よ
れ
ば
、「
元
禄
十
三
年
柴
田
家
役
列
」

に
み
る
柴
田
家
（
家
格
一
家
・
禄
高
五
一
五
七
石
）
の
「
下
中
」
は
九
二
人
お
り
、
そ
の
う
ち
「
祖
父
代
」

以
前
か
ら
柴
田
家
に
仕
え
る
者
は
三
六
人
で
あ
る
と
い
う（
小
林
前
掲「
東
北
大
名
の
成
立
」一
五
一〈
注

藩祖政宗期の仙台藩政に関する一考察（上）
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23
〉
頁
）。
ま
た
、
モ
リ
ス
氏
に
よ
れ
ば
、「
戦
国
期
か
ら
近
世
へ
の
転
換
で
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
伊
達

氏
の
旗
下
に
は
い
っ
た
者
の
場
合
（
留
守
系
、
亘
理
系
、
白
石
系
の
各
伊
達
氏
）、
そ
の
『
家
中
』
層
の

大
部
分
が
戦
国
期
ま
で
遡
る
」が
、「
伊
達
氏
に
臣
下
し
て
か
ら
家
臣
団
を
組
み
直
し
た
者（
石
川
氏
）や
、

藩
主
側
近
と
し
て
抬
頭
し
て
き
た
者
（
茂
庭
氏
、
片
倉
氏
）、
近
世
に
新
し
く
設
置
さ
れ
た
一
門
（
岩
出

山
伊
達
氏
）
の
場
合
」
に
は
、「
そ
の
家
臣
団
は
近
世
期
に
大
き
く
拡
大
さ
れ
て
い
る
か
、
或
い
は
全
く

新
し
く
創
り
出
さ
れ
て
い
る
か
」
だ
と
い
う
（
モ
リ
ス
前
掲
「
第
七
章 

仙
台
藩
に
お
け
る
給
人
家
臣
団

の
形
成
」
二
一
一
～
二
一
二
頁
）。

　
　
　

小
林
氏
は
戦
国
期
か
ら
連
続
す
る
面
に
、
一
方
の
モ
リ
ス
氏
は
断
絶
す
る
面
に
注
目
し
な
が
ら
論
を

展
開
し
て
い
る
が
、
両
氏
の
研
究
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
大
身
家
臣
の
家
で
あ
っ
て
も
、
抱
え
る
家
中

（
陪
臣
）
の
出
自
は
一
様
で
は
な
く
、
戦
国
期
に
遡
る
譜
代
の
「
家
中
」
を
江
戸
時
代
に
も
引
き
続
き
抱

え
て
い
る
家
も
あ
れ
ば
、
戦
国
期
の
家
臣
団
（
陪
臣
団
）
が
い
っ
た
ん
解
体
さ
れ
た
後
に
全
く
新
し
く

家
臣
を
召
し
抱
え
た
家
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
仙
台
藩
の
直
臣
た
ち
が
抱
え
る
「
下
中
」
が
押

し
並
べ
て
戦
国
期
か
ら
の
者
た
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
逆
に
、
全
て
が
戦
国
期
に
由

来
し
な
い
と
も
い
え
な
い
こ
と
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

23　

小
林
清
治
「
第
七
章
一 

藩
政
の
破
綻
」（
前
掲
『
復
刻
版
仙
台
市
史
₁ 

本
篇
₁
』
）
四
〇
九
頁
。

24　

延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
か
ら
同
八
年
に
か
け
て
、
藩
士
た
ち
か
ら
提
出
さ
せ
た
知
行
地
拝
領
の
由
緒

書
を
も
と
に
、
家
臣
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
由
緒
と
現
在
知
行
高
と
を
集
成
し
た
基
本
台
帳
を
作
製
し
て
お

り
、
こ
れ
を
『
御
知
行
被
下
置
御
帳
』
と
い
い
、
こ
れ
を
刊
行
し
た
の
が
佐
々
久
監
修
『
仙
台
藩
家
臣

録
一
～
五
』（
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
八
～
一
九
七
九
年
）
で
あ
る
。

25　

文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
に
陸
奥
国
を
訪
れ
た
水
戸
藩
士
小
宮
山
楓
軒
は
家
格
一
族
大
松
沢
氏
の
知

行
地
で
あ
る
黒
川
郡
大
松
沢
村
を
通
過
し
た
際
に
目
に
入
っ
た
「
武
家
屋
敷
五
家
」
に
つ
い
て
、「
皆
生

樹
ヲ
以
テ
囲
ト
シ
各
木
戸
ア
リ
。
皆
耕
作
ス
ル
ト
見
ヱ
農
具
ア
リ
」
云
々
と
語
っ
て
お
り
（
『
浴
陸
奥

温
泉
記
』〈
『
随
筆
百
花
苑 

三
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
〉
三
五
三
～
三
五
四
頁
）、
他
藩
の
藩
士

が
み
た
「
武
家
屋
敷
」
に
も
農
具
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

26　

以
下
、『
仙
台
藩
家
臣
録
』
二
－
二
三
六
～
二
三
八
頁
（
西
大
条
家
）
よ
り
。

27　
「
源
四
郎
」
は
後
に
「
西
大
条
右
兵
衛
」
を
名
乗
り
、『
御
知
行
被
下
置
御
帳
』
の
「
御
一
家
一
族
衆
」
に

そ
の
名
を
連
ね
て
い
る
（
『
仙
台
藩
家
臣
録
』
一
－
六
七
頁
〈
西
大
条
家
〉
）。

28　
『
仙
台
藩
家
臣
録
』
二
－
二
六
二
～
二
六
三
頁
（
黒
沢
家
）、
同
三
－
二
三
四
～
二
三
五
頁
（
小
嶋
家
）、

同
三
－
三
三
三
～
三
三
四
頁
（
菊
地
家
）、
同
三
－
三
三
七
～
三
三
八
頁
（
桐
ヶ
窪
家
）、
同
三
－

三
四
三
～
三
四
四
頁
（
十
二
村
家
）、
同
四
－
二
八
〇
～
二
八
一
頁
（
塩
松
家
）、
同
五
－
一
二
九
頁
（
樋

渡
家
）、
同
五
－
一
三
九
～
一
四
〇
頁
（
国
分
家
）。

29　

菅
野
前
掲
「
第
三
章
第
四
節 

領
内
の
整
備
」
一
六
九
頁
参
照
。

30　

以
上
、
小
林
清
治
『
伊
達
政
宗
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
一
七
四
～
一
九
一
頁
よ
り
。

31　
『
仙
台
藩
家
臣
録
』
一
－
三
四
九
頁
（
大
石
家
）、
同
二
－
一
六
〇
～
一
六
一
頁
（
鎌
田
家
）、
同
一
－

四
六
～
四
七
頁
（
大
内
家
）。

32　

以
上
、
小
林
前
掲
『
伊
達
政
宗
の
研
究
』
一
八
五
・
一
八
七
・
二
〇
〇
（
注
29
）
頁
よ
り
。

33　

禄
高
を
削
減
さ
れ
た
の
は
、
知
行
取
ば
か
り
で
は
な
く
切
米
扶
持
方
取
（
俸
禄
取
）
に
つ
い
て
も
同
じ

あ
る
。
本
宮
家
で
は
「
太
閤
様
伏
見
御
普
請
之
節
」
に
「
御
扶
持
方
百
人
分
」
の
う
ち
の
何
割
か
を
召
し

上
げ
ら
れ
「
其
節
よ
り
進
退
相
減
申
候
由
」
が
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
後
の
世
に
編
纂
さ
れ
た
同
家

の
家
譜
に
よ
れ
ば
「
俸
百
口
」
を
全
て
召
し
上
げ
ら
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
知
行
一
一
〇
石
を
与
え
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
（
『
仙
台
藩
家
臣
録
』
一
－
八
七
頁
〈
本
宮
家
〉、『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
三
－
六
八
頁

〈
本
宮
家
〉
）。

34　
『
仙
台
藩
家
臣
録
』
三
－
二
三
四
頁
（
小
嶋
家
）。
こ
の
「
借
上
」
が
伏
見
城
の
普
請
役
に
か
か
る
経
費

を
賄
う
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
宮
家
の
家
譜
に
「
貞
山
公
与
伏
見
城
経
営
之
事
日
、
諸
臣
納
俸
禄

内
若
干
、
以
当
其
費
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
三
－

六
八
頁
、〈
本
宮
家
〉
）。

35　

ち
な
み
に
、文
禄
と
い
え
ば
大
名
伊
達
氏
の
手
に
よ
る
初
の
検
地（
文
禄
検
地
）が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、

秀
次
事
件
が
起
こ
る
以
前
の
文
禄
四
年
一
月
・
二
月
・
六
月
の
検
地
帳
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
渡

辺
信
夫
「
第
一
章
第
一
節 

奥
羽
仕
置
」〈
『
仙
台
市
史
通
史
編
₃
』
〉
三
三
頁
）、
文
禄
検
地
と
「
文
禄

年
中
」
の
禄
高
削
減
と
は
直
接
的
な
関
わ
り
は
な
い
も
の
と
判
断
で
き
る
。

36　

例
え
ば
、「
本
国
勢
州
浪
人
」
で
あ
っ
た
「
伊
藤
甚
左
衛
門
」（
『
仙
台
藩
家
臣
録
』
一
－
二
三
八
頁
〈
伊

藤
家
〉
）
や
、「
本
国
摂
津
岸
和
田
浪
人
」
で
あ
っ
た
「
松
木
定
佐
」（
同
二
－
二
一
三
頁
〈
松
木
家
〉
）、

そ
し
て
、「
生
国
佐
渡
之
内
吉
住
と
申
所
」
で
あ
り
浪
人
中
だ
っ
た
「
住
吉
五
兵
衛
」（
同
三
－
一
八
三

頁
〈
住
吉
家
〉
）
は
、
政
宗
の
伏
見
常
在
中
に
召
し
出
さ
れ
て
お
り
、
伊
達
政
宗
が
「
不
断
在
京
」
中
に

も
方
々
か
ら
の
浪
人
を
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
た
後
、
徳
川

秀
忠
に
召
出
さ
れ
、
そ
の
後
、
浪
人
と
な
っ
て
い
た
「
青
木
但
馬
」
は
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
伏

見
に
お
い
て
政
宗
に
拝
謁
し
、「
御
切
米
金
三
枚
、
十
五
人
御
扶
持
方
被
下
置
」
た
上
で
仙
台
へ
下
向

し
奉
公
を
開
始
し
た
と
い
い
（
同
三
－
一
八
六
頁
〈
青
木
家
〉
）、
確
か
に
政
宗
は
慶
長
六
年
一
〇
月

上
旬
か
ら
翌
年
の
一
〇
月
上
旬
ま
で
伏
見
に
滞
在
し
て
い
た
の
で
（
『
伊
達
治
家
記
録
〈
貞
山
〉
』
慶

長
六
年
一
〇
月
上
旬
条
〈
二
－
五
一
八
頁
〉、
同
慶
長
七
年
一
〇
月
上
旬
条
〈
二
－
五
二
四
頁
〉
）、
こ

の
期
間
に
但
馬
を
召
し
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
伊
達
政
宗
は
天
下
分
け
目
の
関
ヶ
原
合
戦
後
に
も

人
材
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
平
重
道
編
『
伊
達
治
家
記
録
一
～
二
十
四
』（
宝
文
堂
、

一
九
七
二
～
一
九
八
二
年
）
を
利
用
。

37　
『
仙
台
市
史
資
料
編
11
』（
二
〇
〇
三
年
）
四
四
一
～
四
四
三
頁
、
菅
野
前
掲
「
第
三
章
第
四
節 

領
内
の

整
備
」
一
七
一
～
一
七
二
頁
、
齋
藤
鋭
雄
「
第
五
章
第
一
節 

村
の
確
定
と
新
田
開
発
」（
『
仙
台
市
史

通
史
編
₃
』
）
二
三
五
頁
。

38　

菅
野
前
掲
「
第
三
章
第
四
節 

領
内
の
整
備
」
一
七
〇
頁
。

39　
「
小
島
左
馬
丞
ほ
か
七
名
宛
検
地
黒
印
状
」（
『
仙
台
市
史
資
料
編
11
』
一
九
六
～
一
九
七
頁
）、『
伊
達

治
家
記
録
〈
貞
山
〉
』
慶
長
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
条
（
二
－
五
三
四
～
五
三
五
頁
）、
菅
野
前
掲
「
第

三
章
第
四
節 

領
内
の
整
備
」
一
七
一
～
一
七
二
頁
。
な
お
、
こ
の
慶
長
一
〇
年
の
政
宗
黒
印
状
を
受

け
て
翌
年
に
は
検
地
が
実
施
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
結
果
に
不
審
な
箇
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
慶

長
一
二
年
に
再
検
地
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
（
「
富
塚
近
江
守
宗
綱
宛
書
状
」〈
『
仙
台
市
史
資
料
編
11
』

二
〇
六
頁
〉、『
伊
達
治
家
記
録
〈
貞
山
〉
』
慶
長
一
二
年
二
月
一
四
日
条
〈
二
－
五
四
〇
頁
〉、
菅
野
前

掲
「
第
三
章
第
四
節 

領
内
の
整
備
」
一
七
二
頁
）。

40　

以
下
、『
伊
達
治
家
記
録
〈
貞
山
〉
』
慶
長
一
〇
年
一
月
一
日
～
同
年
七
月
中
旬
条
（
二
－
五
三
一
～

五
三
四
頁
）
よ
り
。

41　

以
上
、
藤
井
讓
治
『
天
下
人
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）
一
六
三
～
一
六
四
よ
り
。

42　
『
片
倉
代
々
記
』（
『
白
石
市
史
₄
』、
一
九
七
一
年
）
慶
長
一
〇
年
四
月
条
（
一
二
七
頁
）。

43　
『
仙
台
市
史 

年
表
・
索
引
〈
年
表
〉
』
二
五
頁
。

44　
『
仙
台
市
史
資
料
編
11
』
四
八
六
～
四
八
七
頁
。

45　

以
上
、『
伊
達
治
家
記
録
〈
貞
山
〉
』
慶
長
一
三
年
九
月
・
一
二
月
条
（
二
－
五
四
八
頁
）『
伊
達
政
宗

卿
伝
記
史
料
』（
藩
祖
伊
達
政
宗
公
顕
彰
会
、
一
九
三
八
年
）
七
一
五
頁
、
平
重
道
「
解
説
」（
『
伊
達

治
家
記
録
二
』
）
九
〇
～
九
一
頁
、
菅
野
前
掲
「
第
三
章
第
四
節 

領
内
の
整
備
」
一
七
〇
～
一
七
一
頁

参
照
。
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46　
『
伊
達
治
家
記
録
〈
貞
山
〉
』
慶
長
一
三
年
一
月
下
旬
・
二
月
上
旬
条
（
二
－
五
四
七
頁
）、『
伊
達
治
家

記
録
四
〈
貞
山
公
附
録
〉
』
三
六
六
～
三
六
七
頁
、『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
六
－
一
七
八
頁
（
猪
苗
代
家
）。

47　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
仙
台
藩
が
家
臣
た
ち
に
「
知
行
」
を
宛
行
っ
た
理
由
を
、「
『
地
頭
』
が
知

行
地
に
対
し
て
有
つ
領
主
的
性
格
」（
小
林
前
掲
「
東
北
大
名
の
成
立
」
一
四
四
頁
）
の
強
さ
に
求
め
る

こ
と
も
、
あ
る
い
は
、
仙
台
藩
に
お
け
る
藩
主
権
力
の
強
弱
と
結
び
つ
け
て
議
論
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
。「
ふ（

扶
持
方
）

ち
か
た
」
で
は
な
く
「
知
行
に
て
」
与
え
る
と
い
う
行
為
は
、
藩
主
政
宗
が
編
み
出
し
た
扶
持

方
問
題
の
解
決
策
な
の
で
あ
る
。

［
付
記
］
本
研
究
は JSPS

科
研
費 JP19K

00992

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

［
謝
辞
］
貴
重
な
史
料
の
閲
覧
・
撮
影
に
関
し
て
仙
台
市
博
物
館
か
ら
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が

ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

藩祖政宗期の仙台藩政に関する一考察（上）
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